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2016.11.04 ： 平成 28 年 文教子ども委員会 本文 

◯尾澤委員長  それでは、報告事項１番、国分寺市における通学区域弾力的運用の審査基準の改正について、報告

を受けたいと思います。 

 

◯中島学務課長  今回、通学区域弾力的運用の審査基準を改正いたしましたので、御報告させていただきます。 

 こちらは第九小学校の児童数が増加していること、また第一中学校が生徒数、学級数が市内最大の中学校であり、

今後も生徒数、学級数ともに増加傾向にあるというところから、隣接する小学校については第六小学校と第九小学

校、中学校については第一中学校と第五中学校の学校施設と児童・生徒数との均衡を図るためとして、選択地域を追

加したものとなります。 

 地区については、次ページの地図の上段をごらんください。太線で囲っているところが対象地区となります。 

 今回、選択地域を設定した理由として２点ございます。１つ目は、先ほど申しましたとおり、最大の中学校である

第一中から第五中へ生徒数を動かすこと、また２つ目としましては、小学校区のほうの関係となります。こちらにつ

きましては、この対象地域が現在第六小学区となっておりますが、第九小を選べる地域となっております。現在この

地域に居住している児童数が増加している傾向にございます。また、その関係で第九小を選ぶ指定校変更の件数も増

加しており、そのため第九小の児童数が増加しております。この第九小を選ぶ理由としまして、中学校が第一中学区

のためという理由で選んでいる方がいらっしゃいます。つまり、第九小に入学すると、小学校を卒業するほかの児童

と同じ第一中学区に入学することができる。逆に、第六小学区に行ってしまうと、第六小の皆さんが、第六小に通っ

てらっしゃる多くの児童が進学する第五中には通学することができず、少人数として第一中への入学することになる

ということで、小学校入学のときから中学校のことを考えて、わざわざ第九小を選ぶという理由の方がいらっしゃい

ます。この関係で第九小がふえていること、また第一中がふえているというところで、今回、中学校の弾力的運用、

選択地域を１カ所ふやしまして、第一中の生徒数、また第九小の児童数を減らすような形で弾力的運用を実施いたし

ました。 

 こちらにつきましては審査基準の改正ということになりまして、一番最後のところに新旧対照表をつけさせていた

だいております。地区の増加になりますので、こちらの部分だけの改正となっております。 

 

◯尾澤委員長  説明が終わりました。こちらに関して質疑等がある方は、挙手にて、お願いいたします。 

 

◯幸野委員  多分、以前に資料をいただいているのかなと思うんですけれども、第九小と第一中、第五中の生徒と

いうのはわかったんですけど、第六小の児童数の推移というのは、過去３年、どんな感じなんでしたっけ。 

 

◯中島学務課長  口頭で御説明させていただきます。 

 第六小学校は、平成 26 年５月１日現在の児童数が 618 名、平成 27 年度が 584 名、平成 28 年度が 571 名となりま

す。 

 

◯幸野委員  了解しました。そういう意味でいくと、第九小の児童、第九小を選択されている方が、本来の指定校

である第六小に移動していけば、人数の平準化が図れるんじゃないかということなんだろうというふうに理解いたし

ました。 

 初めに確認したいんですけど、この審査基準の改正というのは、当然、教育委員会で、もう確認されていると思う

んですけど、教育委員の皆さんの意見というのは、どういう意見だったのか、教えていただけますか。 
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◯中島学務課長  教育委員会で御審議いただいた際に選択地域、現在、第九小がふえているというところでは、第

九小を選ぶ選択地域をやめるという話はないのかというような御意見をいただいております。ただ、それを逆にやめ

てしまいますと、第九小の人数が逆に減ってしまうこと、また、現在既に第九小へ通っている児童の方もいますし、

地域性、地域のお友達との関係や、御兄弟関係もありますので、単にやめるということは難しいということで、そう

いったお話になっています。 

 

◯幸野委員  それだけなのかな。教育委員会の皆さんの意見というのが、主なものとしては、そういう感じなんで

すかね。そうですか。 

 ちょっとごめんなさい。私の印象からすると、恐らく、この変更をしたからといって、この東戸倉にお住まいの児

童、あるいは生徒が第六小と第五中を選ぶのかなというふうに、私は思うんですけれども、その辺は何か意向という

か、その辺は確認しているのかな。 

 ここの１ページに、いわゆる、卒業する小学校の児童と同じ中学に入学するためというのが挙げられているという

のはわかるんだけどね。例えば、この東戸倉の地域の皆さんが、それを判断するかどうかというのは、また別だと思

うんですよ。多分、全体的な話なんだろうと思うんです。それの意向確認というのはされてますかね。 

 

◯中島学務課長  こちらの説明に書かせていただきました理由につきましては、この地区において選択をされた方

の御意見になります。ほかの地区ではなく、この地区の方の御意見になります。 

 また、平成 24 年にはなるんですが、こちらの地域で選択を、この地域にお住まいの新１年生の保護者に対して、

アンケートをとらせていただいた経過があります。その際に、そういった中学校を考えてということで御回答いただ

いた方が２割いらっしゃいましたので、そちらから今回の提案をさせていただいております。 

 

◯幸野委員  なるほど。１つの理由としてというのは、そういう意味なんだね。きっと２割ということでいくと、

30 人とかでいえば６人か。各学年６人という形になるのかなと思うんですが、そのこと自体を否定するつもりないん

ですけど、例えば、東戸倉二丁目も一丁目も全く同じなんですが、第五中を選べると。第五中に、選べるからといっ

ても、圧倒的に距離が違うんですよね。距離がね。第一中学校が実際近いから、やっぱり一丁目、二丁目に住んでい

る方からすれば第一中学校が近いから、第一中学校に行かせたいと、あるいは行って、なじんでもらえるようにした

いということから第九小を選んでる。逆にいえばね。そういう理由でいいのかどうかというのは、また審査基準のほ

うにあるんだろうと思うんだけど、ただ、実態としては、やっぱりそういうことなんじゃないかなというふうに私は

思うんです。そう考えたときに、果たして、この審査基準を変えたからといって、抜本的な解決には至らないですよ

ね。今、うなずかれているんで、それじゃ、例えば、前提……。多分、みんなそうなの。普通に考えれば、多分そう

なんじゃないかなと思うんですけど、そういうことでいいんでしょうか。 

 

◯中島学務課長  確かに、こちらで抜本的にこれが解消されるとは思っておりません。また、施設的にも、第五中

の施設よりも第一中の施設のほうが、校舎なども大きいつくりに、もちろんなっておりますので、皆さんが皆さん、

逆に第五中を選ばれても、施設的にも厳しいということにはなります。なので、バランスというところで、第一中と

第五中のバランス、また第六小と第九小のバランスが保てるような１つの手だてとして講じたということになりま

す。 

 



3 

 

◯幸野委員  それで、ちょっと大きな課題なのは、やっぱり第九小の教室なり、学童なんかもかなりふえちゃって

いるんですけれども、この辺が非常に心配なんですけれども、そこは大丈夫なんですか。後で報告もある特別支援教

室の問題なんかも含めて、施設、教室が足りないってことにはならないのですか。 

 

◯中島学務課長  今、今後５年間の学級数の推計をしております。今後５年間につきましては、現在 16 学級なん

ですが、17 学級で推移するというふうに考えております。17学級ですと、現在の施設の改修等は必要になってはま

いりますが、そちらで対応できるというふうに考えております。 

 

◯幸野委員  なるほど。対応できるっていうことなんだけど施設の改修が必要だっていうことなんだろうと思うん

ですが、17 学級になれば、第一中学校そのものも、生徒数も学級数もふえていくということになっていくんだろうと

思うんですよね。単純に比例するかどうかは別にしてもですけれども。 

 それで、例えばもしこの審査基準を変えても、いわゆる改善に至らないと。改善というか平準化に至っていかない

ということになったら、大きな問題になっていくんじゃないかなというふうに思ってまして、何かそういうことまで

は、まだ必要ないということでいいんですかね。例えば、教室をふやすとか、各学校の教室数をふやさなければなら

ないとか、あるいは抜本的に学校そのものをふやさなきゃならないとか、そういう状況ではないというふうに理解し

ていいのですか。 

 この間、児童数がすごくふえてるじゃないですか。いわゆる年少人口そのものがふえているので、学童保育所なん

かも全然足りなくなっちゃってるんだけど、教室そのものというのは足りてるんですかね。大丈夫なんですか。 

 

◯新出教育総務課長  おっしゃるとおり、現在、第九小の教室につきましては、普通学級と、それからそのほか、

更衣室だとか、印刷室とかを使っているところで、今、あいているところはないという状況です。先ほど学務課長が

申し上げましたとおり、一定、改修を行いまして、普通教室にしていくと。あと、印刷室とかにつきましては整理を

させていただいて、何とか１教室ふえる分については改修等により対応していきたいと考えております。 

 

◯幸野委員  17 学級っていうことは、１学年だけ２クラスで、あとはみんな３クラスということですよね。全部が

３クラスになったら 18 学級になっちゃうということだよね。それはならないっていう理解でいいのですか。 

 

◯中島学務課長  今、推計をしている５年間につきましては、17学級で推移するというふうに考えております。 

 今、平成 28 年度につきましては、３年生と６年生が２クラス、残りが３クラスで 16 学級になっております。今の

予想でいきますと、平成 29 年度につきましては、４年生が２クラスになって 17 学級になるのではないかというふう

に予想しております。また、ここから先につきましても、学年によって児童数がふえたり減ったりすると推計を、

今、予想しておりますので、今後５年間につきましては 17 学級で推移するんではないかというふうに考えておりま

す。 

 また、その５年ぐらいたちますと、今この人数がふえているところの要因が、東戸倉のところに住宅がふえたこと

による、そこの児童数の増加というところがとても多くなっておりまして、一戸建て住宅が多数建ったところの影響

によります。また、そちらで生まれたお子さんたちが、大きくなって、卒業していくと、またそちらの地域について

は、一定、落ちついた人数の方が入学してくるということになってくると思いますので、まずは５年間については大

丈夫だと。その後につきましても、今後の動きを見ていきたいというふうに考えております。 
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◯幸野委員  それは１つの要因としてわかる話ではあるんですが、ただ、それ以外にも、やっぱりいろんな要素が

関連してるんですよね。国分寺市の人口は、すごく今ふえてるんですよ。それは北口の再開発なんかの影響なんかも

当然あるんだけど、一方では、例えば、認可保育園をかなり整備しているということもあって、保育園に預けやすい

と、なおかつ都心に行きやすいと、交通の便からいってね。ということで、ふえてたりとか。そのことなんかも含め

て、国分寺市そのものが年少人口をふやす。年少人口だけじゃなくて、現役世代なんかもそうなんですけど、人口を

ふやす政策をとってるんですよね。まち・ひと・しごと創生総合戦略で。そうなると、今後もふえていく可能性は十

分にあると。今みたいな推移で、ふえていく可能性は十分にあると。さらに一方で、もう一つの要素としては、何年

か前から始まった、いわゆる少人数学級の制度で、１年生、２年生に関しては 35 人で１クラス編制だということが

始まってますよね。それを拡大するかもしれません。30 人に、その基準が下がるかもしれません。中学校なんかも同

様ですよね。ということがあると。さらに特別支援教室も巡回校できちんと確保していかなければならないとかとい

う話になってきたりとか、あるいは放課後子どもプランなんかでも、教室の利用とか、そういうのも出てくると。今

聞いている限りだと、やっぱり印刷室とかを改修してとか、ぎりぎりの段階、状況で来ているんだなと。そもそも第

九小学校が、各学年３クラス編制に基づいてつくられた学校、校舎じゃないということなんだろうと思って聞いてた

んだけど、各３クラスになったら 18 クラスになっちゃいますから。あ、そうじゃない。それ、ちょっと違うのか

な。（「いろんな部屋ができた」と発言する者あり） 

 あ、そう。ごめんなさい。もともとはね。（「普通教室としては３学級編制であるんだけど、今、兼用しているか

ら」と発言する者あり） 

 そういうことですね。だから、いろいろな要素で、学校、校舎を使わなければならないということもあって、３ク

ラス編制で対応していたとしても、もともとつくられていたとしても、今 17 学級でぎりぎりの状態というのが実態

だと、こういうことなんだと思うんですよね。そう考えたときに、こういう、ちょっと言い方は悪いんですけど、場

当たり的というか、小手先のというかね、対応だけでは、私もたないんじゃないかなと思ってるんですよ。第三小な

んかもそうです。日立中央研究所のところのマンションで、第七小の弾力的運用というのは図られるというのはわか

らなくないんだけど、ただ、本当に第三小とか、第九小とか、第四小なんかもそうなのかな。第二小とかもかな。と

にかく、今、結構全体的に見て、学校の教室というのは、私は、深刻な問題にならないかというふうに、すごく心配

してるんですよ。だから、今、課長が言われたような東戸倉の住宅の要素ということはわかるんですよ。それは１つ

の要素としてあるんだけど、それ以外にもいろんな要素があって、もう少し抜本的な対応が必要なんじゃないかなと

いうふうに考えているんですけど、そんなことないですか。 

 

◯松井教育長  これから５年間の推計というのは出ているわけですけれども、国分寺市全体では、子どもの数は横

ばいから、少したっていくと、少しずつ減っていくだろうという中で、公立学校の予測値としては、今後５年間で、

小学校では 300 名ぐらい在籍数がふえるのではないか、学級数でいくと７学級ぐらいふえるんじゃないかという推計

がされています。10 校で７学級でありますので、１校当たり 0.7 学級ということになりますけれども、微増であるこ

とは予想しているという状況です。 

 その中で、やはり 10 校ありますと、今、幸野委員からの御心配のように、その中でも、かなりふえる学校と微減

している学校とあるわけですけれども、一番心配をしているところは、学級数との関係で第十小学校が、これはもと

もと２学級編制でつくった学校でありますので、教室がかなりもういっぱいいっぱいになっています。そういう推計

をしています。第九小も、もちろん今の形でいけばそうなんですけども、もともと３学級編制でつくった学校ですの

で、２学級編制の学校よりは少し余裕があるかなというところです。 

 第三小で４学級が校庭に出しましたよね。あれは建築でつくったわけですけれども、２年ぐらい前から、もう準備

をしていかないと間に合わないということであって、今、委員から御指摘のように、先を見越して対応していかない
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と、いざというときに間に合わないんじゃないかという御懸念はそのとおりだし、私どももそう思っています。 

 非常に悩ましいのは、１人違ったら学級数が変わってしまうという、ここのところであろうかと思っています。今

のところは学務課長がお答えをしたとおりでありますけれども、これを抜本的に改善するにはというと、学区域を思

い切って変えるということしかないというふうに思っています。学校選択制をとって、学校ごとのキャパシティーを

決めて、選択できなかったお子さんはもとの学校に行くとか、そういう方法をとった自治体もありますけれども、本

市の場合には選択制ではなくて、弾力的な学区域の運用、これでずっと来ているわけですけれども、非常に教育委員

会としても悩ましいことであるし、抜本的な解決策があればとりたいとは思いますけれども、私どもは今のところ、

これまでも行ってきた弾力的運用という形で、２つのうちから１つを選択できるという地域、これをつくっていっ

て、少しでも調節をするしかないだろうというふうに考えています。 

 今、かなり市内でも弾力的な運用が図られて、選択ができる地域がふえてきたという印象を持っていますけれど

も、まだ、それでも在籍数の１割なんですね。９割のお子さんは、もう自分の学区域の学校に行くしかないという

か、そこに行くことになっています。弾力的な地域なので、ＡかＢのどっちかを選べるという地域に在籍するお子さ

んは全体の１割という状況であります。これがもっともっと、２割、３割とふえてきたときには、今度は選択できな

い地域からの御不満というのが逆に出てくるというふうにも考えられますので、非常にその辺が難しいところであり

ますけれども、これからの５年間を、今のところ見通していると、この方法で乗り切れるのではないかというふうに

考えています。 

 教育委員会でも、この運用について、あるいは学区域の問題について、関係課で集まって、随時協議をしています

けれども、なるべく先を見通して対応を図れるように、今後も努めてまいりたいと思います。 

 

◯幸野委員  ちょっと確認なんですが、今、教育長の答弁で、小学生が 300 名ぐらいふえて７クラスふえるという

話があったじゃないですか。これって人口ビジョンか何かですか。市の人口ビジョンじゃなくて、東京都の推計です

か。それって何か資料とかでもらえますか。どういう推計をされているのかというのを。きょうじゃなくて結構で

す。 

 今のやりとりの中で、教育長から学区域を思い切って変えるしかないということがありましたけど、私もこれ、き

ょう出していただいた資料の２ページを見て、どこをどう変えるのかというのは非常に難しいですよね。恐らく相

当、今の対象の地域の方からの意見というのが出るよね。いい方向に変わればというのはあるんですけど、どこが、

じゃあ、どういうふうになるんだというのは非常に難しいかなというふうにむしろ思っていまして、本当にそれだけ

しかないのかな。例えば、人口もふえていくと、子ども、児童数もふえていくし、教室の数そのものも、児童数の関

係だけじゃなくて、別の需要の関係でふやさなければならないということを考えたときには、もう少し踏み込んで考

える必要も出てきているんじゃないかなというふうに私は思うんですよ。すなわち、さっきもちょっと言ったんです

けど、教室を抜本的にふやすということもそうなんだけど、学校そのものが、本当に今、足りているのかということ

にもなるんじゃないかなというふうに思っているんですよ。いわゆる学区域の変更ということは、ほかの学校に行っ

てもらうということなんだろうけど、確かに若干余裕があるところはあるんだけど、全体的に、例えば、児童数がふ

えていけば、もう間に合わなくなるレベルですよね。そんなに余ってる場所があるわけじゃないし、さっきも言った

ように学区域の変更というのは相当な御意見が出る話だと思うんですよ。弾力化とは、また全然違いますからね。私

はそういうことぐらいで考える必要が、やっぱり出てきているんじゃないかなというふうに率直に思っているんで

す。教育委員会では、そういう話には、まだなってないですよね。 

 

◯松井教育長  この件について、教育委員会で議案として出されて、さっき学務課長が、こういう議論がありまし

たという答弁しましたけれども、後ほど、そのときの記録も出ますので明らかになりますけれども、いろいろ御意見
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が出ています。選択制というものも考えてみるような御意見もありましたし、いろんな御意見が出ていますけれど

も、最終的には、今のところはこれしかないというのが結論であります。 

 ただ、その中で、第十一小学校をつくるという発想は、教育委員会では、まだまだ持っておりません。いずれ子ど

もが減るのは間違いないことだと思っています。いっときのことで、そのいっときの５年、長くても 10 年ぐらいを

どういうふうに対応していくか。これは国分寺市だけではなくて、多摩地区の自治体も同じようなところがほかにも

あって、やはり、どういうふうにやりくりをしていくかというところが現実的な問題だというふうに思っています。 

 教室が足りないという状況は、実は 35 人学級を導入して、１年生、それから２年生と中学１年生も 35 人の運用が

できるというふうにはなっていますけれども、そのときにも、例えば、教室がないのに無理して 35 人学級をやれと

いってもできませんから、35 人学級であっても、教室がない場合には、例えば、２学級編制を３学級にすることがで

きない場合には、２学級のままで、そして生徒・児童は 40 人だけども、先生を２人じゃなくて３人にして、２つの

学級に３人の担任をつけると、こういう方法で行ってもいいですよということも定められています。いろんなやり方

で、運用の仕方は今後もあろうかと思いますけれども、やっぱりこれからの５年間の、その先を見ていったときに、

非常にそこのところは難しい問題だというふうに思っています。 

 

◯幸野委員  私も確証を持って学校をふやしたほうがいいんだとかって言ってるわけじゃないんですけど、ただ、

この間の年少人口の推移とかって見ていると、本当に国分寺市の児童数、生徒数というのは減っていくのかなという

疑問は１つあるんですよね。微増しているんですよね。横ばいから微増というふうに言っても。さらに国分寺市で

は、さっきも言ったように住宅の開発なんかが進んでいたりだとか、あとは合計特殊出生率も引き上げようという、

もう、今、至上命題が国分寺市には課せられていて、まち・ひと・しごと創生総合戦略で、その施策をかなり打ち出

しているんですよね。そう考えたときに、むしろ今の学校施設の数、教室の数というのは、ふやしていかないと足り

ないような感覚を持ってます。なおかつ、それぞれの学校が、もうかなりぎりぎりの状況があるということを聞けば

なおさらなんですけど、そういう中で、１つの手法じゃないですけど、抜本的な解決としては、そういうことが考え

られるというふうに先ほど述べたんです。確証を持って言えるわけじゃないんですけど、推移とか見ると、やっぱり

そういう必要性も出てくるんじゃないかなというふうに思っているので、ぜひ、その辺は御検討をいただきたいな

と。というか、きちんと推移を検証というのか、見通して進めていただきたいなというふうに思います。 

 

◯木島委員  別件ですけども、４ページですね。この審査基準（８）なんですけども、将来的に学校施設・設備に

おける隣接校とのバランスを必要とする地区の場合、別表の８地区が対象となると。この別表の８地区というのは何

を指しているのか。きょういただいている資料には、これがわかるものが見受けられないのかなと思っているんです

けども、ちょっと御説明いただければありがたいんですが。 

 

◯中島学務課長  ８地区につきましては、別表のところの８号関係のところを示しております。こちらで小学校区

域と中学校区域が同じ場所の場合には１地区と数えさせていただいておりまして、８地区としております。 

 

◯木島委員  はい。その上で、じゃあ、この中に書いてる第四中学区のことなんですけども、確かにそういった視

点はあるのかなというか、余り私自身も予断を与えるような意見はちょっと慎みたいと思うんですけども、というこ

とは、次年度以降の、ここは検討課題であるということですかね。大分、やはりそういった要望も含めて、ここも出

てきているということでよろしいんですかね。第四中の第一小の関係の部分です。国分寺街道より西側の地点。初め

て、こういうふうに文章になっているのを、私も見たような気もするので、ちょっと、このあたりの問題点につい

て、御説明、もし簡潔にいただければありがたいんですけれども。 
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◯尾澤委員長  ございますか。 

 

◯秋本委員  私、自宅が東戸倉一丁目なので、ここの当事者でございまして、しかも、息子が３月に第一中を卒業

いたしましたので、第六小から第一中に通った学区域そのままのことです。 

 今、ピンポイント過ぎるので、これが参考になるかわからないんですが、その当時、第六小から第一中区域だっ

た、ほとんど 10 人ぐらいしかいませんので、全員第五中に行きますということはなくて、全員で第一中に進学した

のを記憶しております。第六小から第五中という生徒が、ほとんど第六小の 95％ぐらい占めますので、第五中に行き

たいというお子さんがいるのかなと思ったんですが、それは全然いらっしゃらなかったので、全員で第一中に行き、

そして第三小、第五小、第六小、第九小から集まって、みんな第一中で３年、しっかり過ごしておりました。 

 このもともとの、ちょっと戻るようで申しわけないんですが、この弾力化の運用ということの始まりというか最

初、もともとがどのような理由でというか、原因というか、発想でこういう弾力化ということをすることになったか

ということを、簡単でいいので、お話しいただいてもよろしいでしょうか。 

 済みません。そうすると、私の息子は転入生だったものですから、私が市役所に来たときに、東戸倉一丁目は大き

な府中街道を渡るので、第三小か第六小か第九小、基本的には、どれでも通えますよと、変えられるんですと言われ

たんですが、私が第六小卒業生なものですから、同じ学校で行くよということで、第六小に、そのまま変更もなく通

っておりました。ということは、やはり通学路の安全ということは前提にあると思うんですけれども、昨年も東恋ヶ

窪一丁目が、第一中ではなくて第二中に通ってもいいという弾力化の御報告あったと思うんです。今回はそれとちょ

っと違うなと思ったのは、東戸倉二丁目に第一中は建っているわけなので、地元の我が中学校ということになるわけ

なんですね。ですから、隣の町のということではなくて、ここに住んでいる、そこに建っている中学ということにな

ると、やはり皆さん、そこに行くというか、行っていただくという、その地域ということの考え方が、やはりあるか

なと。そうすると、この地域ということについての考え方にも派生して、広く、やはりいろいろ考えることがあるん

じゃないかなということで、ちょっと疑問に思ったのです。 

 また、審査基準の中には、部活動の選択ということもあるんですが、第一中にしか部活動がないので第五中地域か

ら、第一中にわざわざお越しの生徒もいらっしゃいます。そうすると、やっぱりそういうことも加味しますが、どち

らかにしかないというものを無理に両方にということも、先生方の御都合もあって言えないと思うんですが。 

 何を聞くかというと、まず、それぞれ部活動について伺いますが、部活動は、第一中にしかない、第五中にしかな

いというような大きな差のようなものはお感じになっているようなことはあるんでしょうか。理由として。 

 

◯尾澤委員長  それでは、一定時間たちましたので、10 分程度休憩させていただきたいと思います。 

                   午後２時 40 分休憩 

 

                   午後２時 51 分再開 

 

◯尾澤委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、答弁から。 

 

◯松浦学校指導課長  お時間いただきまして、ありがとうございました。 

 部活動につきましては、顧問になる教員や部員となる生徒数の関係で、全ての学校が同じ部活動が存在しているわ

けではありません。その関係で、審査基準の４の（７）の 4)にありますように、指定校に希望する部活動がなければ
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変更を認めるというふうな形になっております。現在も何人かの生徒が指定校変更しているというような状況でござ

います。 

 

◯秋本委員  済みません。ありがとうございます。私たちが子どものころは、おおよそ、いろんな部活動は各校に

あって、先生方も熱心で、通いの中でということがあったんですけれども、その辺の部分が、それ以外にも審査基準

はたくさんいろいろある中で、この審査基準の、少し、今後、審査を考えていくというような、そういうお考えなど

はお持ちでいらしたりはしますでしょうか。何て言ったらいいのかな。審査をもう少し……。言葉がうまく出ないで

すけど、何て言ったらいいか。 

 

◯尾澤委員長  どうぞ。ゆっくり考えて。 

 

◯幸野委員  時間が必要だと思いますので。 

 私も実は秋本委員の観点と似た観点を持ってまして、この審査基準及び標準処理期間というものなんですけど、見

ると、いわゆる当事者の都合によって弾力的運用を認めるという、こういう中身になっているんですよね。４項にな

るんですかね。これ、審査基準の４（１）なんか見ると、いわゆる当事者の方がさまざまな理由があって、別の指定

校ではないところに行ける理由というものが書かれていると。それ以外については、基本的には、だから認めないと

いうことなんですよね。当事者の都合、事情によって弾力的にということなんだけど、今回の審査基準の変更だと

か、前回なんかもそうなんですけど、ある意味、学校の都合なんですよね。いわゆる学校というか、教育委員会とい

うか、施設側の都合で、こっちに行っていただいたほうが平準化が図れますよというところから出発している考え方

なんですよね。そういう意味でいくと、秋本委員が思う疑問というのは、私もよくわかるところで、審査基準がさっ

き教育委員会のほうでも、選択制というふうな話なんかもありましたけれども、本当にそういう完全にフラットな方

法にするのかという問題もあるんだけど、ちょっと、この審査基準の中身と、今回の審査基準の改正の中身というも

ののそもそもの目的というか、あり方そのものが、もうかなりずれてきちゃっているんじゃないかなというふうに私

なんかも感じてまして、その辺はいろいろ、多分、歯がゆい事情があるんだろうというのはよくわかるんですけれど

も、何かあくまで、いやいや、あなたたちの都合ではこっちはだめだ、あっちはだめだよと言いながら、あなたたち

の自分勝手にやらせないよと言いながら、ある意味、教育委員会としては、こっちに学校的に行ってほしいみたいな

考え方が、この中に含まれているという問題が、やっぱりこの審査基準の矛盾としてあるんじゃないかなというふう

に私は思ってて、そういう意味でも、やっぱり抜本的な対応というのが必要なんじゃないかな、審査基準のあり方そ

のものがね、という思いもしているんだけれども、それについてはいかがですか。 

 

◯中島学務課長  今回の変更につきましては、この地区で指定校変更を、むしろ希望しない方も、もちろん今でも

いらっしゃいます。小学校についてですね。その方々が中学校に上がるときに、第一中、第五中、どちらかを選べる

ようにということもありますので、教育委員会の考えを押しつけているということではなく、選択の幅を。もちろん

バランスをとりたいという意思はありますけれども、生徒の意思を確認した上でバランスをとりたいと。確認した上

での手続がとれるようにということで設定したものになります。 

 

◯幸野委員  強制じゃないというのはわかってますよ。それは弾力的な、いわゆる本人のというか、当事者の方々

に判断していただくということになっているというのは理解はしてるんですけれども、ただ、やっぱりこの審査基準

そのものが、中身を見ていると、学校施設そのものというのは、きちんと全ての学校で余裕があって、そういう中

で、本人、当事者の皆様に判断してもらえる基準がこういう基準なんだよという中での審査基準に多分なっていると
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思うんです、中身そのものはね。一方で、今回の審査基準の改正の中身というのは、むしろ教育委員会としての、そ

の施設が狭隘状況というか、教室そのものが足りなくなる可能性なんかもあって、そういうところから対応をお願い

したいということの１つでもあると思うんですよ。だから、そこについては、ちょっと、非常に難しい問題ではある

んですよね。抜本的になんて、簡単に私言ってますけど、そんな簡単にできる話じゃないなと思ってはいるんだけれ

ども、非常に矛盾に満ちた今回の改正なんじゃないかなと。だから、こういう形よりは、むしろ、きちんと計画的に

というか、市のほうで対応できる方法というのは、やっぱり考える必要があるんじゃないかなというふうに思うわけ

ですよね。 

 

◯秋本委員  私、子どもの視点から、例えば、不登校だったり、いじめだったりという、いろいろな困難を抱えて

いるお子さんもいるので、そういう中では選択ができてという、この弾力化は一理あるということは、きちっと認識

しております。ただ、これが通学路だったり、また都市計画道路国３・２・８号線のような学校に近いところに道路

ができるとか、それから大型マンションが建つような開発など、そうしたいろんなこととの関係も含めて、今後どの

ように、この学区域についてということを考えていくかという今後の見通しのような市としてのお考えを、しっかり

持っていただいて、当たっていただきたいと思っておりますので、そのあたりのところでお考えがあればお聞かせく

ださい。 

 

◯中島学務課長  新しいマンションができたりですとか、大きい道路が通るというところでは、その影響について

も、もちろん内部の関係課で、どのように児童・生徒数が動いていくか、施設的には大丈夫だろうかということは、

これまでも考えてきております。また、今後につきましても、推計等を確認をしながら、検討していきたいというふ

うに思っております。 

 

◯松井教育長  るる御指摘いただいていますけれども、今回のこういった改正で、抜本的解決をするかといった

ら、そういうことじゃもちろんありません。かつ、教育委員会としても、この方法がベスト、あるいは万能とは全く

思っていません。教育委員会は、従来から、子どもたちを育てるのは地域だ。その地域と学校は、まさに一体のもの

であって、切り離すべきではない。こういう考えのもとに、学校選択制をとってこなかったという経緯があります。

それからいけば、今回の第一中の周りに住んでいて、例えば、Ａ子さんは第一中に行き、お隣のＢ男さんは第五中に

行きという選択が行われた場合に、まさに地域の中で、隣に住んでいても違う学校に行っているというような状況も

生まれてくれば、これはやはり地域で子どもを育てるというときには何かと支障も出てくるというふうに思っていま

す。したがって、これは課題がある部分ももちろんあります。その中で、やはり、これがもっともっと、先ほど申し

上げたように広がってくれば、より抜本的なことをとらざるを得ないだろうというふうに思っています。今、非常に

子どもの数が、微増の中でも微妙な時期に、なかなかそれに手が打てないというのは実態であります。先ほど申し上

げましたように、なるたけ先を見て、場合によっては、本当にこれはもう、こういった方法では対応がし切れないと

いう場合には、校舎の増築なり、そういったことを市長部局のほうとよく相談をしながら進めていかなければならな

いというふうに考えています。 

 

◯尾澤委員長  そうしましたら、こちらにつきまして、まだほかにある方はいらっしゃいますか。そろそろまとめ

てください。 

 

◯幸野委員  いわゆる第六小学校、第五中学校を選択してほしいという中で、例えば、この審査基準の、３、保護

者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について、十分注意することってあるじ
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ゃないですか。これってやっぱり、わざわざ遠いところを選んで、なおかつ自分でそれをきちんと安全確保しなさい

みたいなことを言われてるじゃないですか。今の審査基準の、このつくりからすればやむを得ないんだろうと、私、

思うんですよ。全ての学校で。ただ、今回の第九小、東戸倉一丁目、二丁目の問題には、ちょっと当てはまらないん

じゃないかと、私なんかすごく思ってて、むしろ教育委員会なり、あるいは国分寺市なりが通学路の安全確保という

のを、進めるという考え方もあると思うんですよね。そのことによって誘導するというのもあると思うんですよ。 

 例えば、普通に、単純に考えて、この戸倉通りの狭さというか、歩道の狭さというのは、やっぱり第六小、第五中

を選ぶ１つの障害になるんじゃないかなと私は思うんですよ。通学路は多分そこになりますよね。戸倉通りになるだ

ろうと思うんだけど、やっぱりそういうところも、簡単な話じゃないけどね。やっぱり、そこもね。国３・２・８号

線という、さっき話もありましたけど、国３・２・８号線ができて、さらに横断するのは危険だとかってなると、余

計にということにもなるんだろうと思うんだけど、やっぱり通学路の改善というのは、あわせて、これは市長部局と

連携しなきゃならない話ではありますけど、教育委員会として求めていくというのは、やっぱり重要かなと考えてお

ります。そこもぜひお願いしておきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

◯中島学務課長  こちらの東戸倉地域については第六小学区となります。夏にＰＴＡの方々と通学路点検をする際

でも、もちろん第六小の学区を、対象地域としております。今後につきましても、通学路の安全につきましては、学

校やＰＴＡ、また市長部局とも対応策がとれるよう相談をさせていただきながら、進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 

◯尾澤委員長  ほかにございますか。 

                （「なし」と発言する者あり） 

 

◯尾澤委員長  ないようですので、報告事項１番を終わります。  
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2016.12.08 ： 平成 28 年 文教子ども委員会 本文 

◯尾澤委員長  報告事項の１番、市立第九小学校の学級数について、報告を受けたいと思います。 

 

◯新出教育総務課長  報告事項１番、市立第九小学校の学級数について、御報告申し上げます。 

 星委員から請求がありました見取り図を配付させていただいておりますので、あわせてごらんいただければと思い

ます。 

 市立第九小学校の平成 28 年度の学級数につきましては 16 学級となっておりますが、平成 29 年度以降、学級数が

増加する可能性がございます。現在、第九小学校については、普通学級に転用できる余裕教室が存在しておりません

ので、これまでも既存の施設の改修により普通教室を確保してきております。 

 教室が不足するかどうかにつきましては、４月７日時点の児童数が基準となりますので、引き続き児童・生徒数の

移動状況、学校と連携して把握してまいります。 

 

◯尾澤委員長  教育総務課長、じゃあ、もう一個のほうもお願いします。 

 

◯新出教育総務課長  つきましては、この抜本的な教室不足の解消のため、現在、増築棟の建築を検討しておりま

す。建築部門との調整の中で、第九小学校の増築棟を建築するには約 18 カ月の期間が必要となっております。供用

開始につきましては、平成 30 年の夏休み中に供用開始ができればと考えております。この期間を考慮いたします

と、早急に増築棟の設計にも入る必要があるかと考えます。このため、現在付託されております補正予算案には計上

しておりませんけれども、増築棟の実施設計に係る債務負担と、また、本年度必要となる設計に係る前払い金につい

て、本会期中の補正予算に、追加議案として提案させていただきたく考えております。 

 以上、報告を終わります。 

 

◯尾澤委員長  担当より報告が終わりました。 

 では、まず補足ということで、教育長からお願いします。 

 

◯松井教育長  第九小の図面を見ていただきたいんですけれども、現行、こういう形で普通教室と特別教室、それ

から特別支援の関係の教室、部屋が色分けしてございます。それで、来年１学級ふえて 17学級になるであろうとい

うことになっているわけですが、教育委員会を 11 月に開いて、これらの対応の決定をした際の議論では、増築とい

うことをしないで、平成 29 年度は、今、普通教室にしていないところを少し転用を考えて何とかしのぎたいという

ことで、その教育委員会の場では協議いたしました。しかし、その後、市長部局との協議の中で、やはり今予定され

ている、この平成 30 年度、31 年度、32 年度の児童数が、このまま本当にいけるのかということ、それは、これから

第九小の学区の中に、まだまだ住宅開発ができるような土地もある中で、今見込んでいる、このままの 17 学級で本

当にいけるんだろうかというようなことが話し合われたわけでございます。 

 そういう中で、加えて、今、緑の部分で表示をしている特別活動と書いてありますが、特別支援の教室、それから

少人数の教室も、本来、こういうところは、家庭科室の準備室なんですね。鍋や釜が置いてある準備室で、そこを転

用して少人数教室としているような状況です。同じように、左側の特別支援の部屋については、これも教材の準備室

のような部屋を転用しているわけでありまして、今後、巡回型の特別支援の教室が必要になってくるときには、やは

りもっと充実をさせなければいけないだろう、もっと充実が必要であろうと。 

 加えて、３階をごらんいただきたいんですけれども、３階のところが、こう曲がってますよね。その曲がり角のと

ころは、ちょっと教室が、２階を見ていただくとわかるんですけれども、本来、ここは普通教室に用意した部屋では
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ないんですね。しかし、学級数がふえたので、その曲がり角の３階のところを普通教室に直した部屋なんです。それ

を普通教室として使っているわけですけれども、本来は普通教室の部屋ではなかったのです。こういったところも、

将来的には、やはり解消して、もとの使い道に戻す必要があるんじゃないか。そう考えたときに、さまざまな点か

ら、やはりここは抜本的に、将来を見据えて増築をする必要があるだろうということで市長部局と協議をいたしまし

た。ここでは図面にはありませんけれども、１階の一番右に図工室がありますけれども、ここから渡り廊下をつけ

て、その右側のほうに３教室を出す形で、今、設計のほうの予算を精査して、議案の準備をしているところでござい

ます。 

 これによって、将来的には、10年、15 年というところでは、場合によっては児童数が、幾ら第九小でも減るかも

しれませんが、この増築したところについては非常に多目的な利用が可能になってきます。本校舎と若干渡り廊下で

離れますので、多目的な利用が可能になってくるということで、将来的にも、この教室というのは非常に使い勝手の

いい部分になってくるんじゃないかなということも考えております。 

 そんなようなことで、教育委員会としては、市施行でもって３教室を清掃センター側に延ばすということを、今、

準備をしているところでございまして、その予算案が当初では間に合わなかったということで、大変御迷惑をおかけ

している状況でございます。この後、まとまったところで予算案を上程させていただいて、御審議いただきたいとい

うふうに考えています。今のところは、こういうことでございます。 

 

◯尾澤委員長  今、教育長から一定程度説明があったところであります。それに関しまして、質疑等のある方は挙

手にてお願いいたします。 

 

◯幸野委員  かなり抜本的な増築というのを考えていらっしゃるということは理解をいたしました。教育長の、

今、御説明受けて、私たちも学校の中の教室の不足の問題って実はわからないんですよね。現実問題、どこをどうい

うふうに転用されて、どういうふうに活用されているかっていうことって、なかなか逐次、御報告もいただいてない

ですから、今聞いてて、11 月の文教子ども委員会では印刷室を改修するんだというお話があって、それはどうなのと

いうふうに思ったんですけど、もうその前段として、かなり家庭科室の準備室だとかを変えているとか、３階の普通

教室ではないような、使えないようなところを普通教室にしているとか、特別支援教室なんかも非常に狭いと。狭く

て、本来の教室として使えるようなところではないところでやられてたんだなということを実感いたしました。そう

いう意味では、今伺っていて、３教室っておっしゃったじゃないですか。それで本当に大丈夫かという気もしなくも

ないですよね。今、伺っている限りだと。 

 普通教室でいけば、３階のこの１つの部屋をやめたとしても、２つ、17 クラスだったらつくらなきゃいけないわけ

じゃないですか。それで、この人数の数値なんか見ていると、例えば、１年生、２年生が４クラスになる可能性もあ

るよね。100 名ちょっとということでいくと。105 名以上だと４クラスになるよね。そうだよね。106 名以上だと４ク

ラスになるから、先ほどの教育長の答弁に照らして、ちょっと宅地開発なんかがさらに進んでいくと、場合によって

は、18クラスになっちゃうと、今の３クラスというのは全部埋まっちゃうわけですよね。それで、さっきもお話が出

てましたけれども、少人数教室もちゃんとした教室でやる必要があると。それから、特別支援教室の巡回型というの

もやらなきゃならないと。 

 もう一つ、これは第三小で非常に私、痛感してるんですけれども、学童保育所が今いっぱいじゃないですか。４つ

のクラスつくっていただいたんですけれども、２階建てにはなってないですよね。だから、あそこなんかを、もうち

ょっと有効な施設活用ができれば、学童保育所の対応なんかもできたんじゃないかなというふうに、実は視察したと

きにも言ったりしてるんですけど、何かそういう、ちょっと施設そのものが本当に非常に不足してるし、必要性が高
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いものが多くなってるというのが現実なんだと思うんですよ。３教室確保というふうにおっしゃってましたが、余裕

を見て考えると、もう少し欲しいなと思っているんですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

 

◯新出教育総務課長  現在の学務課の推計によりますと、今のところ 17 学級で推移していくと、こういうふうに

考えております。 

 じゃあ、もうちょっとふやせばいいじゃないかということでございますけれども、まずは建てるに当たっての敷地

の関係もございます。それであれば２階建てという、もしかして考えもあるとは思いますけれども、そうなると、今

度はエレベーターとか、いろいろ、今、建てるとすれば、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿そういう配慮のほうも必要になっ

てまいりますので、今の敷地を考えると３教室が適当というふうに考えております。 

 

◯幸野委員  ＿＿＿＿＿＿＿＿エレベーター、バリアフリーのことが求められてる。ちょっと初めて聞いたな、そ

れは。それはないんじゃない。しかも、学校の公共施設とかだと。免除じゃないけど、できるよね。できると思いま

すよ、多分。いわゆる景観とか、そういうことで、近隣に配慮しなきゃならないという場所とかであれば、いろいろ

と気を使う必要はあるんだろうと思うんですが、学校の敷地内で、高さ制限とかの範囲でいけば、いけるんじゃない

かなと思うんですよね。そこは、ぜひ、ちょっと。余り何度も何度も増築増築みたいなことをやるよりは、一遍にき

ちんと対応しておくと。 

 先ほど教育長も言われたように、たとえ教室として使わなかったとしても、さまざま使えると思うんですよ。私が

一般質問で出していただいた資料を見ると、その他教室というのが、もうゼロじゃないですか。３つふやしても、多

分つくれないよね。ランチルームとか、多目的室とかね、そういうものも、あればあったほうがいいことは間違いな

いと思うんですよね。そういうことを考えると、もう少し、ちょっと。学童保育所なんかも含めて、本当にもっと抜

本的に対応するということを検討していただく必要があるんじゃないかなと。 

 これは多分、専門的なところでいけば、教育委員会との中での議論が最終的な結論になるのかなと私は思ってはい

るんだけど、ただ、学童保育とか子ども家庭部なんかとも協議なんかもされてる経過もありますから、補助金なんか

も、うまく、もしかしたら活用できるかもしれないですね。場合によっては、その学校施設の整備だけじゃなくて、

学童保育所の整備の補助金も一緒に使いながらということなんかも含めて考えると、抜本的にちょっとやっていただ

くことが私は適切かなと。より抜本的にやっていただくことが必要かなと思っています。 

 

◯松井教育長  ３教室出していただければ、場合によっては３階の、今、教室として使っている部屋もまた使える

ようになりますし、かなり第九小としては、今の状況を解消できて、17 学級、場合によっては 18 学級になっても対

応できるというふうに考えていますので、２階建てを、あそこに私はつくるという必要性は低いのではないかなとい

うふうに考えています。 

 実は、今、非常に悩ましいのは、平成 29 年度は 17 という予測になっていますが、来年の５年生が 81 名だから３

学級なんですね。実際、今、これが 80 名の見込みです。これから転入があったら、もう３学級ですけども、もし、

今の状況のままいくと、実は 80 名なので２学級になってしまうんですね。そういうこともあって、非常に学級の増

減というのは１人でも動きますので、微妙なところにありますので難しいんですけれども、３学級増築できれば、私

は、今、予測の範囲では、十分対応できるんじゃないかなというふうに考えています。 

 

◯幸野委員  ３学級ふやしていただくだけでも非常に前向きな前進だと思いますけど、先ほど言ったように、余り

何度も何度も、また増築増築みたいな話になると、いかがなものかなということになりますので、そこは専門家の判

断で、きちんと、この間の推移だとか、第九小の全体の開発の状況だとか、そういうことなんかもつぶさに見ていた
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だいて、対応していただくことが必要かと思いますけど、私は、そういうふうに、もう少しやってもいいんじゃない

のかなというふうに思っておりますので、そこはぜひお願いしておきたいと思います。 

 

◯木島委員  この手法というか、中身の具体的なことも、当然、議論は、今の幸野委員の質疑で少しわかった部分

もあるんですけれども、それ以前の問題として、やはりかなり大きな行政としての行為としては、学校の増築という

のは、かなり大がかりな、当然、予算も伴う、教育委員会としても重い判断だし、市長ともさまざま協議した上でと

いう結論というか、方向性の表明だと思うので、相当重い判断であると。しかし一方で、その表明がきょうに至った

ということ、また、私自身も一般質問で、そういった第九小及び第十小という話も、あのときありましたから、なる

ほどなと、そういう方向性になったんだということが、でも、実はそれが今議会で補正も含めた対応が必要になって

くるということで、結論から言うと、もう少し早く、文教子ども委員会を初め、議会に対して、今の教育長のお話

も、なかなか、やはり本当に１人で１クラス増減があるというか、ぎりぎりまでわからないという部分は、十分、私

もそこは承知をしているつもりです。もう本当ぎりぎりになる３月まで、どっちになるかなかなかわからないという

ことで、各学校も大変な状況で新年度を迎えるということは承知をしているつもりなんですが、結論から言うと、も

う少し早く、議会に対して、こういった説明が、もう少し早い段階であってもよかったのではないかなと。ひょっと

したら、そういった増改築も含めて、場合によっては議会に提案することもあり得るんだという話ができなかったの

かなという印象はあるんですが、それについて、所見を伺っておきます。 

 

◯松井教育長  大変、その点は遅い御提案になったということで、おわびをしなければならないというふうに思っ

ています。 

 教育委員会は、基本的に、市の厳しい財政の中で、なるたけお金を使わないで有効活用していきたいという思いが

私自身もありまして、実は２階のところを同じように普通教室に変えるということでしのげるというふうに当初は考

えていました。これでしたら改修でございますので、そんなに費用は要らないと。もし増築をしてしまうと、二重投

資ということで、非常にまた財政的に厳しい中で、御迷惑をかけるということもあって、ぎりぎりまで引っ張ってき

ました。 

 ３点目は、来年の５年生が、実は 79 名という数字が出ていました。今 80名になってます。そういう中で、やっぱ

り、この時点で 79 名であれば、もう少し引っ張っていっても、例えば、仮にぎりぎりになって、予備費をお願いし

てでも、改修をするほうが迷惑をかけないのかなというような思いもありました。ですから、これ、全て私の判断で

ございますので、私の判断が、こういう形を招いたということで、大変申しわけなく思っています。 

 

◯木島委員  私は、きょう初めて聞いた話だし、別に教育長の判断が誤ってたかどうかまで、正直言って、まだ予

断を許さないというかね。増築が、必ずしも本当に正しい判断なのかどうかというのは、もう少し見極める必要が私

はあると、きょうの段階では、まだ、そこにはちょっと慎重でありたいなと思います。ただ、行政としてはそういう

判断を下されたということで、きょうはちょっと受けとめておくまでかなという印象です、正直なところ。 

 11 月の教育委員会では、まだ、だから増築という選択肢はなかったということですが、その後の対応で、教育委員

会としては、じゃあ、これは。（「増築はあった」と発言する者あり）じゃあ、この間の経過についての御説明をも

う少し丁寧にいただければ、教育委員会として、今それをね。それで、何と言えばいいんだろう。教育委員会もその

方向でまとまってるということでいいんですかね。 

 

◯松井教育長  勘違いの点もあったので訂正しますけれども、直近の教育委員会、11 月 24 日に開いております。

そこで事務局として御提案をしたのは、増築をして、その補正予算を債務負担という形で提案をしたいと。その金額
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が１億 4,000 万円というような金額で教育委員会のほうにはお諮りをして、一応それでいこうということで市長のほ

うには申し上げましたけれども、この１億 4,000 万円という金額が本当に妥当なのかどうかというところについて、

市長部局とも十分に協議をしてきて、最終的には市の施行で、リースではなくて建築でやろうということに今なりつ

つあって、その予算を今精査して、補正予算に上程する準備をしているということでございます。11月の初めの時

点、そのあたりは、私のほうで何とかして、これは改修で抑えるということで来ていて、そのことを文教子ども委員

会にも報告をしたような気がしていますけれども、教育委員会の予算の審議のときには、債務負担を組んでというこ

とにはなっておりました。 

 

◯木島委員  わかりました。それで、いずれにしても、先ほどの最初の説明で、増築棟は 18カ月必要だというこ

とで、供用が開始になるのが、平成 30 年の、多分２学期というんですかね、夏休み明けなんだろうということを考

えると、来年度、平成 29 年度は、どう捉えればいいんですかね、私たちは。もしくは今の考え方。もし、これ、17

学級になったとしてもですよ、足りないですよね、定数。 

 

◯新出教育総務課長  来年度、もしもふえたらという御質問でございますが、星委員からの資料請求でありました

図面を、もしもお手元にあれば見ていただければと思うんですが、今現在、普通教室と同じ形態の教室というのは、

１階にあります保健室と、あと３階にありますコンピューター室、この２つしかございません。もしもふえた場合で

すけれども、現在１階にある保健室ですね。これを２階の印刷室に持ってきたいというふうに考えております。 

 

◯木島委員  じゃあ、そうしたら玉突きになっちゃうんだけど、印刷室はどうなるでしょうか。 

 

◯新出教育総務課長  すいません。まず、その前に保健室を２階に持っていって大丈夫なのかということにつきま

してですが、確かに校庭に保健室が面しているところのほうが望ましいのは、これは間違いないところでございます

ので、校庭で何かあったときのために、１階にあります図工室のところに準備室がございますが、これを整理いたし

まして、緊急の措置室を設けようと考えております。 

 それから、印刷室でございますけれども、印刷室の横に倉庫という記載があるのが見えるかと思いますが、このと

ころに印刷の音のする輪転機とか、そちらのほうを持っていきまして、ただ、それだけでは全ての荷物が入り切りま

せんので、それ以外のものにつきましては、３階のちょうど角のところですね。ここのスペースを活用すると。ま

た、場合によっては、２階のところにあります用務室というのもございますが、ここいらを活用しながら、荷物の整

理については行っていきたいと考えております。 

 

◯木島委員  ごめんなさいね。細かくて申しわけないんですけど、３階のこことか言われたんだけど、どこです

か。（「角」と発言する者あり） 

 

◯新出教育総務課長  ３階の、ちょうど、くの字に曲がっている部分にちょっと空白のところがございまして、こ

こが今、テーブルがあって、若干、話ができる部屋となっています。また、更衣室に使っていたりとか、若干の荷物

も置いてあります。こちらのほうを整理して、音の出ないような荷物については、ここと、あと先ほど申し上げた２

階の印刷室の隣、ここに分けて印刷室のほうは整理していきたいと考えております。 

 

◯木島委員  はい。わかりました。とりあえずは……。でも、そうなる可能性が高いですよね、今。わからない

ね。ここも予断を与えるような議論は、ちょっと、たらればはできない。ただ、予測では学級数はふえるわけですか
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ら、やっぱりいろんなことをね。でも、このとおり、順調にいけば、こうなるわけですから、わからないとはいえ、

果たして、それが本当に子どもたちの学習環境とかに影響がないかどうかとか、保健室の、グラウンドで何かあった

際の、１階の応急対応の場とか、そこまでさまざま配慮もいただいているということも承知しました。相当いろんな

多角的な部分で、慎重に、今、検討はされているということは承知をしましたので、まず、また、多分、輻輳的に補

正予算とか、そこでは予算にも絡んでくることですし、まだ、その概要なんかも明らかになってないところで、なか

なか踏み込んだ議論も今、ちょっとできない状況ですので、これ以上は私もきょうは控えたいと思いますけれども、

しっかり、今後、議会で、教育委員会としても、本当に誠実な御説明が、多分、これから求められる部分になろうか

と思いますので、しっかり万全を期していただきたいなということだけ要望させていただきます。 

 

◯松井教育長  ありがとうございます。教育委員会としては、何とかして２学級に抑えようとか、そんなことは全

く思ってないわけで、やっぱりあと１人来てくれたら２学級が３学級になって、教員が配置されて、学級の人数も 40

人から二十数人に変わるわけですから、本当にあと１人来てくれればなという思いでありますので、何か歓迎をして

ないようなことではありませんので、ぜひ、本当に１人来てくれたらなという思いで待っているということは御理解

いただきたいと思います。 

 

◯井澤市長  最終的に教育長との話し合いの中で決断したのは私でございますので、多少かぶりますけれども、お

話をさせていただきたいと思います。 

 今回、教育委員会のほうで、いろいろ熟慮いただいて、何とか財政的な面で負担にならないようにということでお

考えいただいたのが、一部修繕をする。たしか金額は 1,000 万円強だったと思いますけれども、そういう補正が提案

をされるような状況になりました。 

 その実態を私のほうでお聞きしたところ、先ほどちょっと説明があったように、既に３階の曲がったところの部屋

が不自然な状態で使われていると。教育環境からすると、普通教室の体をなしてはいるんですけれども、ちょっと天

井が低いとか、いろんな問題があって、果たして、今回も同じような対応で、それでいいのかということを考えまし

た。 

 ４年生について、５年生に上がるときに、東京都の推計でいくと、それを参考にした国分寺市の推計も 81 名とい

う推計が出ていたわけですけれども、実際に現在の人数が 80名であったということも含めて、まだ不確かな部分と

いうのがあるということで、二重投資という、先ほどお話がありましたけど、その意味で、果たして、そこだけ、ま

たちょっと不自然な形の教室をつくって一時逃れしても、結局はつくらなければいけないんじゃないかということ

で、そうであれば、その３階にある教室、それから増築しなければいけない新５年生の分ですね。これについて、き

ちんと確保するように考えたほうがいいんじゃないかということで、私のほうで教育委員会のほうと、教育長のほう

と話し合いを持ちました。とりあえずリースでどうかとか、いろんな方策を考えていて、時間がちょっと経過したわ

けでございます。 

 それから、工事期間についても、何とか補正じゃなくて、平成 29 年度予算のところでもというような話もしたん

ですけれども、いろんな方策を模索をしている時間が多少かかりました。それで今の時期に、こういうことで御提案

する段階になったわけでございますけれども、万が一、これで 81 名という新５年生の人数になった場合には、今、

お話ししたような、玉突きのような一時的な対応をせざるを得ないということになります。ただ、このほうが、かえ

って、一番最初に提案があった２階の教室を、また一部、修繕をかけて、３階のような部屋にするというような一時

的なものじゃなくて、抜本的な形での対応ができるだろうということで、方針を変換をしたわけでございます。た

だ、設計から入るとなると、18カ月という期間を要すということで、どうしても、その部分については一時的に不便

をかけることになりますけれども、今後のことを考えて、最終的な決断を今しているところでございまして、精査を
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した上で御提案を申し上げたいということで、これからの御提案になりますので、追加議案としての補正をお願いす

るという、今、状況になっておりますので、ぜひ、その辺の経過も御存じいただいておいたほうがいいのかなという

ふうに思っております。 

 本当に苦渋の決断といいますか、熟慮に熟慮を重ねた上での今回の決定に至ったわけでございますので、その辺に

ついても御考慮いただければありがたいというふうに思っているところでございます。 

 

◯秋本委員  今、お話がある中で、前回の弾力化についての御報告からの、きょうの、それを踏まえた上でのお話

ということは理解いたしましたが、市内はマンションの建設も続いておりますし、都市計画道路の整備も進んでおり

ますが、弾力化というだけではなくて、市全体を早急に見ていくような必要については、お考えがあるんでしょう

か。 

 

◯中島学務課長  現在のところ、前回の文教子ども委員会でもお話をさせていただいたとおり、教育委員会のほう

の話し合いの中では、弾力化というところで話し合いが持たれております。 

 今後につきましても、秋本委員からお話がありましたとおり、都市計画道路ができることによって、マンションな

どもできるということで、そういったところの児童数や生徒数の増加については、毎年行っているように、増減につ

いて確実に確認をしてまいりたいと思っておりますので、現在のところは弾力化を活用してというふうには考えてお

ります。 

 

◯尾澤委員長  この件で関連でですか。 

 

◯幸野委員  今の課長の答弁、私、看過できないんだけれども、でも、時間も時間なんで、いいんですけど。置い

ておきます。 

 先ほどの木島委員から、その経過についての説明を受けて、教育長の判断だということでおっしゃってたんだけれ

ども、本当にそうなのかなというふうに思うんですよね。財政のことを考えて、何とかしたいと思ってたっておっし

ゃってるんだけども、私は、何がやっぱりこの問題かといったら、公共施設等総合管理計画だと思ってます。あれ

で、今の施設は適正な規模になってるということを明記してるんだよね。そのマネジメントを一元化するという形

で、教育委員会と市長部局で一緒になってやってるんです。そこに教育長が入ってるわけですよ。そこでも、教室と

いうか、公共施設そのものが、もう今の状況で適正なんだと、極力維持するんだということが言われてて、恐らく、

多分、教育長は、そういう中で、なかなかふやすという判断ができなかったんじゃないかなというふうに私自身は思

ってます。そういう方向が、もう市として出ちゃってるからね。だから、教育長だけの問題じゃなくて、やっぱり市

全体のこの間の対応のあり方というものを改めなきゃならないんじゃないかなというふうに、率直に思っておりま

す。担当委員会じゃありませんから、そのことに答弁を求めるつもりはないんですけど、私の意見はそういうふうに

思っていると。 

 もっと突っ込んで言うと、やっぱりそれぞれの学校の教室の状況というのを明らかにすべきですよ。それをやるた

めに、順番でいけば、個別施設計画になるのかな。公共施設等総合管理計画でいうならね。本当は、そんなの待って

ないで、現実問題、わかってる範囲でつまびらかに明らかにしてもらったほうが、対応の仕方はできるんだけど、今

の市の流れでいけば、早急に個別の施設を、それぞれの学校、きちんと確認して、今後の児童の推移なんかを見て。

だから第九小だけじゃないでしょう。きっと、もう第十小なんかも、相当いろいろやりくりしながらね。図面で説明

いただければ、多分、一目瞭然だと思うんだけど、そういうふうにやられてるんだと思うんだよね。恐らく、その他

の学校なんかも、そうなってるところもいっぱいあると思うんだけど、まず、そういう本当に現場の状況、施設の状
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況というのを、きちんと調査して、しなくてもわかってる範囲というのはいろいろあると思うんだけど、つまびらか

に明らかにした上で、その対応をしないと、市長が指示を出したように、万全を期すようにというふうにはならない

だろうと思うんですよね。だから、そこはちょっと、第十小のことも、次にお伺いしたいと思ってるんだけど、この

第九小で、前回、私も初めて学校の施設で教室がそうなってるんだということを認識したわけですよ。余りにも矛盾

した弾力的運用の提案だったから、これはちょっと深刻だなと思って、いろいろ、教室ふやしたり、学校ふやしたり

ということも考える必要あるんじゃないかという提案もしたんだけど、本当に、多分、矛盾に満ちてるんだと思うん

だよね。実は、こういう一件があってから、第十小の保護者から、教室ふやしてくれと前からずっと言ってると言っ

てました。多分、第九小もそうなんでしょう。ＰＴＡとかで使ったりだとか、いろいろ保護者の皆さんが学校で使う

こともあるだろうし、子どもたちの状況なんかも、きっとよくわかってるからだと思うんだけど、でも、私たちのと

ころに、残念ながら、そこの声は届かなくて、11 月までしかわからなかったという、本当、そこは、ちょっと、きち

んと、今回の件で第九小の問題が顕在化してますけど、第十小も含めて、ちょっと明らかにした上で、抜本的な対応

が必要なのかどうかというのを、本当にみんなで議論しながら、早急に判断していくと、こういう体制をつくってい

ただきたいと私は思ってるんですけど、いかがでしょうか。 

 

◯本橋教育部長  今、幸野委員がおっしゃられたような、ほかの学校がどういう状況なのかということですが、こ

れについては、この間の一般質問の最後にお答えも少しさせていただいているかと思いますけれども、そのときに、

幸野委員から一般質問で御請求をいただいた、各学校の児童数と、それから教室数が現状どうなっているのかという

ようなことも、資料でもお示しをしております。当然のことながら、そこまでの資料を教育委員会で用意していると

いうことですので、将来、この推計を見ながら、教室数が今後どう推移していくかというのは、それぞれの学校ごと

に、しっかり押さえているというのは間違いありません。 

 そういった意味からすると、今後どういうふうに、その施設の改修計画をつくっていくのかということになれば、

やはり個別の施設計画、これが平成 29 年度以降につくっていかなければなりませんから、そういったものの下地と

なるといいますか、ベースとなるもののデータはしっかり集めているというのが現状であります。 

 今後については、それをもとに、学校全体の施設を、どう維持管理して、維持というか、整備をしていくのかとい

うのを、今後定めていく個別の施設計画の中でしっかり位置づけていかなければいけないというふうに思っていま

す。 

 

◯幸野委員  11 月の当委員会も、弾力化という話で、ここまで深刻だというふうにはちょっと受けとめられなかっ

たんですね。ただ、相当深刻だなとは思ってはいたんですけど、今回の委員会でこういうふうに、また資料も出して

いただいて、一般質問での資料、それから今回の図面の資料でも説明を受けて、いろんなやりくりの中で、数字だけ

ではわからないこともいっぱいあるんだなというふうに思ったわけですよ。その他教室が、例えば、１あれば、何と

か足りてるのかなと思ったら、そうでもなくて、いろいろなところで、やりくりしながらやってるんだという現実

を、きょうも御説明いただいて、また認識を新たにしているんですね。なので、教育委員会としても、だからそうい

うことをやって、それは全部把握されてるというのはわかります。でも、対応のあり方として、先ほど教育長が言わ

れたように、判断がおくれることもあり得るわけですよ。そういう意味でいえばね。私は教育長だけの話じゃないと

思ってるからということは先ほど言いましたけれども、だからそれは、本当にちゃんとした判断を庁内で、何が今、

本当に必要なのかということを、まず検討してもらうということは当然なんだけれども、そのことがわからない中

で、ここまで来ちゃってたということが、私は非常に、文教子ども委員をやっててね、そんなことも知らなかったの

かと言われれば、それはそれで、もう本当に反省しなければならないなって、私自身も思ってるわけですよ。今回こ

うなって、やっと市長の１つの英断だとは思うんだけれども、こういうふうにふえてるということもある中で、やっ
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と認識が共有できて、第九小については一定の改善に、前に行くという状況なわけじゃないですか。第十小とかも、

本当に多分大変だと思うし、数字だけでは見えないような状況というのが、多分いろいろあるんだろうと思うんです

よね。なので、平成 29 年度に個別施設計画がつくられてから、最終的な正確な数字というのは、その辺で出てくる

ということ自体は受けとめたいとは思うんです。本当に事前に対応が必要なことがあるのであれば、いろいろな声が

出てて、教育委員会としても苦慮していることがある、あるいは学校現場からの声がいろいろ上がってるというよう

な場があるということがあるんだったら、そこはぜひ共有していただいて、適切な対処というのを一緒に考えていき

たいなと私自身も思っているということですので、そこはぜひお願いしたいということなんですけど。 

 

◯松井教育長  ありがとうございます。きょうも、議論は第九小ですけども、第九小の実態も、この図面と、それ

から、この間の幸野委員の資料請求でお出しした、今後５年間、これ以前の数年間の、この表がありますよね。それ

とこれをこう並べてみて、これだけ色分けして実態が見えてくると、説明も理解していただけるというところがある

と思います。これを全ての学校について、今すぐここで御議論いただいてということは無理だと思うんですけれど

も、今、お求めがあったように、そういう学校の状況を文教子ども委員会の場でもっと出してくれよという御発言だ

と思いますので、そこを踏まえて、そういう時間もまた文教子ども委員会の中でとるようなことも御相談していきた

いというふうに思っています。それによって、第九小だけではなくて、今、第十小がどういう状況なのか、先々、第

四小はどうなるのか、そういったこともお話しできますし、共有できますので、１回させていただきたいというふう

に思っています。 

 

◯幸野委員  最後にちょっと、第十小の件なんですが、第十小も増築されるということなんですけど、これはいわ

ゆる当初予算の段階で設計という形を想定しているということですか。 

 

◯新出教育総務課長  第十小につきましては、おっしゃるとおり、当初予算に計上予定でございます。 

 

◯幸野委員  じゃあ、少なくとも第十小については第１回定例会、もしくは閉会中の委員会で御報告があるのかわ

からないんですけど、なるべく情報が出せる段階になったら出していただいた上で、一緒に対応なんかを検討できた

らなと思っておりますので、そこはぜひお願いしたいと思います。 

 

◯木島委員  今、幸野委員が頭出しをしていただいている第十小なんですが、ということはどうなんだろう。今の

段階で、そのスキームというか、来年度の当初予算で、これも増築に係る予算を提案する予定だということですよ

ね。それはまた、第九小のように平成 30 年の夏休みまでとか、そのあたりの一定の今の青写真はありますか。第十

小に関しては。 

 

◯新出教育総務課長  第十小のほうのスケジュールに関しましては、第九小と同じように、やはり平成 30 年の夏

休み中の完成で、２学期からの供用開始ができればというふうに考えております。 

 何で第九小と第十小のスケジュールが違うのかということを疑問に思われるかもしれませんが、この件につきまし

ては、第九小と第十小を建てる敷地の形状がちょっと違う状況にあります。第九小につきましては、敷地の関係で、

現在、雑木林になっている部分を整備をする必要がございます。一方、第十小のほうにつきましては、もう既に校庭

の一部をというふうに考えているところでございます。この工事の仕組み、やり方の違いから、工期が若干ずれると

いうことです。ただ、完成につきましては、同じように考えております。 
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◯木島委員  ちょっと私も気になってるのは、校庭に与える影響なんですね。実面積の部分で、第九小も第十小

も。私もうろ覚えなんで、正確なところがちょっとわからないんですが、第九小に関しては雑木林の一部ということ

ですから、そんなに影響は多分ないんだろうと思うんですが、第十小に関しては、現在の校庭からどの程度の、何と

いうのかな。やっぱり第三小を増築したときも、当然、グラウンドがその分削られたという経緯で、多分、さまざ

ま、御意見もあったと思うんですね。一方で第三小も児童が、その後、やっぱりふえましたから。予測どおりという

かね。そういったことも見据えて、丁寧にね。今の段階で、きょう、どこをこうするべきだとか、私も申し上げませ

んが、そのあたりも含めて、しっかりと校庭も含めた安全、また有効に、より活用できるような、十分な面積の確保

というんですかね、そのあたりも念頭に入れておいてほしいなということだけ要望させていただきます。 

 

◯新出教育総務課長  御意見ありがとうございます。 

 １点、ちょっと御心配されているところがあると思いますので、今の第九小と第十小の校庭についてでございます

が、両方ともグラウンドに影響を与えるように建てる予定はございませんので、グラウンドの使用について支障が出

るような形では、今は考えておりません。 

 

◯星委員  すいません。時間もあれなんで、ちょっとだけです。 

 17 教室に来年度ふえた場合、印刷機を２階の倉庫に持っていくという話でしたが、今までは印刷機は教室と接して

なかったんですけども、これからはこのピンクに描いてある教室に接するところに印刷機を持っていかれるというこ

とですが、印刷の音なんかの心配はあるんですか。ＰＴＡの役員なんか、昼間に来て、印刷をやってるんですけれど

も、そういうことはあるんでしょうか。 

 

◯新出教育総務課長  御心配のところにつきましては、そこの仕切りをできる限り防音のものにするなどの対応を

して、授業等に支障がないようには考えていきたいと思います。 

 

◯星委員  すいません。あと、１点だけなんですが、増築予定の場所、先ほど教育長から御説明があったと思うん

ですけど、私、ちょっと聞き漏らしてしまって、この図面でいう１階の左側の教室が３つ並んでいる先なのか、その

位置と、あと建物の形態なんですけれども、第三小のようなプレハブを考えているのか、それとも、私は建築のこと

わからないんですが、本格的な校舎と変わらないような感じのものをつくるのか、そのお考えをお願いします。 

 

◯新出教育総務課長  イメージにつきましては、今おっしゃられたように、第三小をつくった増築棟が、大体、完

成のイメージというふうに考えていただいて結構です。軽量鉄骨の建物で考えております。場所でございますけれど

も、この地図の見取り図の右側ですね。１階に図工室とありますけれども、この図工室の上のところも廊下がありま

すけれども、ここに渡り廊下をつけまして、増築棟を建てていくという形です。 

 

◯星副委員長  尾澤委員。 

 

◯尾澤委員  じゃあ、私からも幾つか、確認だけさせてください。きょうじゃなくていいものもあるので、まずそ

この確認と、ちょっと整理しておいてもらいたいというのがあります。第三小と同じようなものというイメージなん

ですけれども、これ、予算とか、そういったものも、まだ出てきてないですから、これからの議論になるかなと思う

んですけど、例えば、玄関がある場合、パターンなのかとか、水回り、トイレとかがついているのかとか、クーラー

はついてるのかなとは思うんですけど、そういったところも設計すると思うので、また今度この説明もしっかり根拠
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づけてしていただきたいというのがあるのが１点要望というか、あって、あと最終的にリースか、それから自主設計

にした、ここの判断というものについても、しっかり、また根拠をもって御説明いただきたいと。これが２点目で

す。あともう一点、市民プールとの統合の話がありますけど、そことの兼ね合いの中で、問題があるかとか、ないか

とか、また敷地とのかかわりがありますから。そういったところでも支障がないかとかということも、いずれ御説明

いただきたいというところが、これが３点目ですね。 

 ごめんなさい、もう一点もう要望として言っておきます。先ほど、秋本委員の質疑に多少かかわるところ、そして

幸野委員の２階もいいんじゃないかという質疑にもかかわるんですけど、要は、都市計画道路が通って、やはりマン

ションも、またそこに建つ可能性があるということを考えたときに、３部屋で足りるというような、現段階でそうい

う見解があるのはわかりましたけれども、第十小を逆に考えてもらうと、今、第十小はプレハブが建っている状況

で、さらにまたプレハブを建てるという、こういう計画になるわけですよね。こういったことが第九小で起こらない

ようにしてほしいということが私からの要望で、そのための計画を第九小にはしっかりやってほしいと思います。 

 第十小も建てるということなんですけど、つまり、先ほど第十小はグラウンドに支障が全くないという話がありま

したけれども、本当に全くないのかという話なんです。これ、２階に建てるわけじゃないですよね。あのコンピュー

ター室。あそこも現在、やっぱり子どもたち使ってるし、私は、第十小でしたけど、昔、あのコンピューター室のと

ころも相当使ってたですよね。そういったことも含めて、余り軽率に、グラウンドに影響がないって言い切るのも、

これはどうかというふうに思いますから、そういう計画は計画としてもいいですが、第九小の場合だって、要は、そ

こを何も使ってないのかといったら、子どもたちにしても、全く何も使ってないわけじゃないと思うんです。だから

何かしらには絶対影響が出るわけだから。 

 例えば、第十小だって、もともと２階建てにしてればね。要は、本当にグラウンドの面積を今回削らなくてもよか

ったわけだし、そういった時代背景で、いろんな状況の変化で、対応していく時々の判断ってあるとは思うんですけ

ど、そういうことも含めて、第九小においては、また敷地面積を減らすというか、グラウンドの面積を減らしたり、

木を切って、またプレハブを追加して建てなきゃいけないというような状況にはならないように、そこを勘案して、

２階建てに絶対しろというわけじゃないんですけれども、そういった計画を必ず持っていただきたいと。つまり、そ

れはさっき言った学区域の話とかも含めて、今後、課題となっているところも含めて、そこら辺は、本当、全体的な

計画の中で、今回の第九小の増設というもののあり方を位置づけていただきたいというのが、これ要望の４点です。 

 最後、質問を２点だけしたいと思います。 

 夏休みに関してです。平成 30 年度の２学期ということで、平成 30 年度の、要は夏休みの期間は、もちろん工事

で、結構支障が出ちゃうのかなとは思うんですが、平成 29 年度の夏休みに関しては、グラウンド等の使用という

か、夏休みの学校の使用に関して支障が出たりという状況は生まれちゃいますか。２年連続で、要は、そういったも

のができない。何なら、ことしも第九小は夏休みの期間に、大規模修繕というか、何か入ってたか何かで。排水管で

したっけ。下水。水回り関係の工事で、夏休み、うまくイベントができなかったという話があって、それが３年連続

続いちゃうと、ちょっとかわいそうだななんて思ったんで、ちょっとそこだけ、まず確認させてください。 

 

◯新出教育総務課長  まず、工事の今までの経緯でございますが、今年度、エアコンの工事と、それから水道の直

結化を行いました。来年度、トイレの工事をやる予定でございます。 

 今度、増築棟でございますけれども、今の予定では、工事については夏休み明けぐらいから入れればというふうな

形で考えております。 

 工事をやる場合に、どのくらい入れないような空間ができるのかということについては、これから行う設計をして

みないとわからない状況ではございます。先ほど委員長からの、全く支障がないことはないだろうということはあり

ましたけれども、できる限り、そこについては配慮した形で進められるように考えていきたいと考えております。 
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◯尾澤委員  わかりました。また聞く機会もあると思いますので、そのときまでに一定整理していただいて、また

質疑をさせていただければと思っております。 

 

◯尾澤委員長  ほかは大丈夫ですか。こちらの件に関して。 

                （「なし」と発言する者あり） 

 

◯尾澤委員長  それでは、報告事項１番、市立第九小学校の学級数についてを終わります。 

    ────────────────── ◇ ────────────────── 
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2016.12.20 ： 平成 28 年 文教子ども委員会 本文 

◯尾澤委員長  報告事項９番 市立第九小学校増築棟についてでございます。 

 それでは、こちらに関しまして、説明を受けたいと思います。 

 

◯新出教育総務課長  市立第九小学校増築棟について、説明をいたします。資料 No.９、追加で出させていただい

ているものをごらんいただきたいと思います。 

 まず、資料の内容の説明の前に、どういうのをつけているかの説明ですが、１枚目には増築棟の概要と今会期中に

提案する補正予算の概要。裏面ですが、スケジュールとこれまでの経緯を記載しております。２枚目の表面につきま

しては、以前つけさせていただいております校舎の見取り図。その裏面は敷地図となります。３枚目でございますけ

れども、これはイメージとして、第三小の増築をした際の図面をつけさせていただいております。今回の第九小につ

いての図面については、これからの設計によるものでまだございませんが、なかなかイメージがわかないと思います

ので、参考までにつけているものです。 

 では、１ページにお戻りいただきたいと思います。このたび、追加の議案として補正予算にも計上させていただい

ております、この第九小学校の増築棟ですが、児童数の増加によるクラス増について、さまざまな対応をしてきてお

りました。現在の施設の状況を鑑みまして、抜本的な対応をする必要があると考え、増築棟を建築するものです。 

 ２番につきましては、児童数とクラス数の推計です。 

 ３番に、増築棟の概要を記載させていただいております。設置場所は現校舎の東側。建物の規模としては平屋建て

の３教室。男女別のトイレを１カ所つけております。供用開始は 30 年８月の夏休み終了後からということで予定を

しております。 

 ４番は、今回、追加議案で出させていただく補正予算の概要になります。計上いたしますのは、設計に係る次年度

の支払い分の債務負担行為額の 907 万 8,000 円と今年度支払予定の設計に係る前払金 389 万円となります。この２件

の 1,296 万 8,000 円が設計業務に係る総額となります。 

 裏面をごらんいただきたいと思います。５番のスケジュール表ですが、この表の一番上、設計業務となっている上

段のところが今回、補正予算にかかわる部分となります。 

 続きまして、６番にこれまでの経緯を記載させていただいています。何点かポイントがございますので、その点を

抜粋してお話しいたします。 

 まず、米印の下段ですけれども、学務課においては、児童数生徒数の推移を確認しながら、今後のクラス数の増と

なる可能性について、年度当初より考慮しておりました。 

 次に、矢印の２番目ですが、学務課の児童生徒数の推移の中で、10 月の上旬に平成 29 年度の予算編成に当たって

のクラス数については 17 学級で積算するということで、これは教育部の各課と統一の見解となりました。 

 その後、11 月８日開催の教育委員会にて、平成 29年度増となる教室については校舎の一部改修により教室を確保

するという補正予算案を提案し、可決されました。 

 その後、この補正予算について、市長部局と相談したところ、抜本的な教室不足の解消のため、増築棟の建築も検

討したほうがよいとの指示を受けました。このことを受けまして、担当課において増築棟の建築について検討し、教

育委員会としてはリース方式による平屋建ての増築棟の建築につきまして、11 月 24 日の教育委員会に提案し、可決

されました。 

 その後ですが、財政課より建築の手法について再度検討するように提案を受けました。このことを受けて、リース

ではなく、建築工事による方式による検討をいたしまして、おおよそのスケジュール等が出てまいりましたので、12

月中旬に財政課へ提出いたしました。 

 このような経緯から本来の補正予算の提出期限からおくれまして、追加議案による補正予算という形になってしま
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いました。 

 以上、報告を終わります。 

 

◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、こちらに関しまして、質疑等ある方、挙手にてお願いいたしま

す。 

 

◯幸野委員  私は、11 月４日の文教子ども委員会で教室が場合によっては学校なんかも含めて検討すべきではない

かという立場で質疑をさせていただきまして、急遽こういう形になっておりますので、増設という判断に踏み切った

こと自体は一般質問でも、さきの文教子ども委員会でも評価しているところです。 

 ただ、今回こういう資料を見せていただいて、これまでの経緯なんかを見ると、検討過程において、それぞれの場

面場面での判断というのを相当見誤っているというか、ミスとまでは言えないのかもしれないですけれども、後手後

手に回っているという現実があるように見受けます。担当委員会なんで、きちんと確認もしなきゃいけないかなと思

っています。いや、今後こういう事態にならないように、きちんとやっていただきたいという意味で振り返らざるを

得ないかなと思います。 

 年度当初から児童・生徒数の実数を把握していて、学級増になる可能性があることを共有とあるじゃないですか。

この段階で、毎年、児童の人口推移というのを見ているんだということを私も資料請求で初めてわかりました。だか

ら、もうそういう予測があったわけですよね、多分。そういう意味なんですね、ここに記載されていることというの

は。どういうことなんでしょうか。 

 

◯新出教育総務課長  学務課のほうでその辺の推計については逐次行っているというところです。ただ、次年度ど

のような形になるかというところの最終的な予算編成の方針をどうするかというところについては、10 月１日が基準

になるかなと思います。ただ、10月１日から動いたのでは当然遅いという状況でございますので、そういう情報が入

れば、まずはどういう対応ができるかというのをここまでの間、随時してきているという状況です。 

 

◯幸野委員  そうですよね。だから年度当初より、おおよそ１クラス、第九小学校はふえる可能性があるだろうと

いう判断の中で、しかし、確定的なところは 10 月１日だったということはあるにせよなんですが、そういう中でど

ういう対応をするかというのがここでずっと検討されてきたんだと思うんです。既存の校舎内で教室が設置可能な箇

所について、現場確認で学校協議というのが出てきますけど、それは結局、最終的には印刷室を改修してみたいな話

を 11 月４日のときにおっしゃっていましたけれども、そういう話だったわけですよね。それがどうなのかというこ

となんですけど、それは担当レベルの判断なんですかね。教育委員会として、教室はふやせないという何か合意な

り、考え方なりがあったのか。それともそこは市長部局から何かしら言われていたのか。その辺については。教室を

ふやさないで改修で対応しようという判断に陥っていると私は見ているんだけど、そのことに縛られている原因とい

うのは一体何なのかというのを知りたいんです。 

 

◯松井教育長  これは前回の文教子ども委員会でも、私から御答弁をしたと思っていますけれども、４月１日から

この話を考えていたわけではありません。毎年毎年、今後の学級数の見込みについては確認をしてきているわけで、

17 学級になる可能性があるということは、これはもう前々から学務課の資料等でもあったと思います。そこに来て、

17 学級になった場合にどうするのかということについては、２階の今、印刷室と書いてありますけれども、そこのち

ょうど角のところ、ここを使って、普通教室に改修をして、17 はしのげるんじゃないかということで来たわけです

ね。それはもう教育委員会、事務局として、もちろん私の最終的な判断もあって、そういうふうにしてきたわけで
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す。 

 ところがここを普通教室にするには、ちょっと見ると、線が２本、更衣室というところでありますよね。これがコ

ンクリートの壁なんですね。この西側の壁を抜かなきゃいけないということになります。それを抜いてでもここを普

通教室にかえて、そして１学級ふやすということで来たわけですけれども、実際にそこを改修するに当たっては、相

当予算を必要とするということもあります。そういった中で、前回、教室、向きの問題とかも御答弁しましたけれど

も、そういうこともあって、これがベストだとは考えていなかった。しかし、校舎を出すとしたら、東側の林といい

ますか、樹林ですよね、いいところですよね。あそこすごく第九小の一つのオアシスのようなところであって、なか

なかいいところで、あそこを木を切り払って、あそこに建てるというのもなかなかこれは勇気が要るといいますか、

もったいないなという気は常に持っていたわけでありますので、あそこに増築をするというよりは、ここに改修をし

てという形で考えていました。 

 その中で、時間が動く中で一番微妙な４年生の学級数は３ですけれども、これが転出等もあって、きょう現在でも

実は 80 人です。これからもまだ動くと思うんですが、これからふえるのか、減るのかわかりませんけれども、動く

可能性は大いにある。しかし、現在のところは３が２になると 16 という現状と変わらない数字になると。こういう

こともあって、非常に悩ましい、判断が難しいところであったわけです。 

 そういった中で、改修でもって 17 学級の確保をする。そういった中で一旦は教育委員会で予算をお認めいただい

たわけですけれども、市長部局のほうに教育委員会の意見を述べるに当たって、それで当座はしのげたとしても、そ

の後、学区の中に大規模な開発等が起きてきた場合には、将来的には難しいんじゃないですかという御指摘をいただ

いて、そうなると、もう２学級、３学級という数になりますので、これは改修ではしのげないということで、樹林地

を伐採して、あそこのほうに増築をせざるを得ない。その場合にはリースでもって、５年契約で考えたわけですけれ

ども、この見積もりをとってみたところ、１億 4,000 万円ぐらいという大変な額が出てきて、それであるならば、リ

ースなんて言っていないでしっかりとした建築で第三小のようにつくることも考えられるのではないかという指摘を

市長部局からも受けて、また見積もりをとって、結局最終的には市長との協議の中で、それで行きたいということで

今回の補正予算の提出に至っていると、こういう経緯でございます。 

 

◯幸野委員  申しわけないんですけど、今の教育長の答弁と認識のところって、私、完全に立脚点がずれているの

ではないかなと思っているんです。何かというと、16 学級か 17 学級かというレベルの話ではもうないって私は見て

いるんですよ。どういうことかというと、冒頭にあるように、平成 27 年度において巡回型の特別支援教室について

の確保が必要だと言っていて、さっきも議論しましたけど、第九小は本当に普通教室の半分のところしかとれないと

いう状況がもう鮮明になっているわけですよね。あと一般質問のときにも出していただいた資料を見ると、その他の

教室が第九小学校はゼロなわけですよ。その他の教室というのは、さっきも触れていましたけど、少人数教室、少人

数教室は第九小は一部確保しているんだけど、普通教室の教室ほどの広さがないから、その他教室はゼロになっちゃ

っているんですけど、少人数教室だとかランチルームだとか多目的室だとか、さっきで言えば、特別支援の子どもた

ちも活用するし、普通学級の子どもたちがある意味では学校が楽しい場所になるような仕組みがこういうその他の教

室というのには非常に重要な意味があるわけじゃないですか。それがもうゼロの状態で、16 学級か 17 学級かで何と

かなるんじゃないかというふうに教育長が思っているところが私、ちょっと今非常に深刻ではないかなと思っている

んですよ。 

 それは多分財政が厳しいから教室はふやせない。そういう何らかしらの、私は公共施設等総合管理計画がさらに拍

車をかけているんだと思っているんだけど、そういうことがあって、公共施設の抜本的な改修だとか増築だとかとい

うのに踏み出せない現状になってしまっているのではないかと思っているんですよ。だから、そういう今の認識のよ

うな、この第九小においての 16 学級か 17 学級かみたいな話をほかの学校にも当てはめていくと、第二小や第四小や
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第七小なんかも、第十小はもう増築するということが表明されていますから、第十小だってその他の教室、今、１で

あれだし。そういうぎりぎりのところでの対応というのがいつも後手後手に回って、何かそういう子どもたちの学校

生活をきちんと充実させるという方向じゃなくて、むしろ狭隘状況の中で学校施設そのものを、狭隘状況の中にどん

どん押し込んでいくという状況になっていく。そういうふうに私、思うんですよね。 

 市長から子どもたちの教育の設備についてはきちんと充実させるという指示いただいたというのが、多分 11 月８

日の話なのかな。きっと教育長は一般質問で答弁されていましたけれども。教育長は予算権者じゃありませんから、

財政が厳しく、しかも公共施設等総合管理計画で一元的に市長部局が公共施設の管理に関しては握っているという状

況にあって、教育長の責任じゃないと思うんですよ。教育長は一定の責任が全くないなんていう話じゃなくて、きち

んと子どもたちのことを考えて、予算をつけてくれという要求をしなければならない立場でありますから、それは責

任あると思いますよ。免れないと思うけど。この問題の根源にあるのはそこじゃないと思うんですよ。教育長の判断

云々の話じゃなくて、市としての、学校設備を今後どうしていくのかという予算権者として、どう考えているのかと

いう話なんですよ。教育長がその指示のもとに、子どもたちのためにきちんと今回のような後手後手に回るような対

応じゃなくて、事前事前に対応できるような状況にするのが私は市長の役割だと思うんですけれども、市長はいかが

お考えでしょうか。 

 

◯松井教育長  私の責任じゃないと言われてもあれなんですけども、判断が違っていたかどうかということに対し

ては、その時点でこれで今後５年間は、資料によれば 17 学級という数が出ていますので、今後も乗り切れると考え

たわけです。ただ、教育の見方がその範囲だったということは反省しなければならないと思うんですね。いわゆる数

字として出てきているものであって、今後どういうふうに、どこでどんな開発が行われて、どうなっていくのかとい

うところまでは十分な情報あるいは先を見据えた判断って言うんでしょうか、そこがやっぱりちょっと足りなかった

部分はあって、そこは私の責任だと前回から申し上げているところであります。 

 ですから、このことを教育委員会として市長部局ともっと１年も、２年も前から十分に協議していれば、場合によ

ってはもっと早くに事が進んだかもしれないけれども、そこのところの市長部局への教育委員会からの情報提供、相

談、ここのところがそういう私の判断がありましたので、おくれたと言われれば、そういうところかなと思っていま

すので、市長の責任と言われても、これは市長もそう言われてもつらいところがあるんじゃないかなと。これはこち

らのほうで当然市長に相談すべきところをそういった意味で十分な情報提供をしてこなかったところがありますの

で、そんなふうに私は考えています。 

 

◯幸野委員  市長は本当に知らなかったのですか。そういう状況になっているということについて。第九小や第十

小って、私が伺っている限りだと、もう何年も前からちょっと大変だという声を上げていたとおっしゃっているんだ

けど、教育委員会はそのことは市長部局と共有してこなかったんですか。それは何でなんだろう。そっちのほうが不

思議ですよね。 

 

◯松井教育長  ＰＴＡ等からの面談もあって、そういうところでいろんな要望があるわけですけれども、主に第十

小のほうからは非常に教室が限られていて、これを増築してほしいという声はもう何年も前から上がっていたという

ことであります。これは市長も一緒に聞いていますので、もちろん市長もそのことは御承知ですけれども、第九小に

ついて、ここまで今後の予測を含めての要望というのはしていなかったと思っていますので、そこまで把握されてい

たかどうか、これは推測しかできませんけれども、私自身も九小については、この数字をもとに、またあそこの校舎

の位置等を考えて、これはこういう形で行くのがいいだろうと判断していましたので、それをより広い範囲で、先を

見据えて考えれば、それはやはり今回のように、こういう形がもうベスト。ましてや、特別支援の関係、少人数指導
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の関係、教室は本当に多目的用途に使えますので、場合によっては今後の社会教育施設への転用あるいは学童保育の

関係の転用とか、諸々のことを総合的に考えれば、非常にあそこの樹林地を切るというのは惜しいことですけれど

も、広い意味で子どもたちにプラスになる施策だと私も思っています。 

 

◯幸野委員  私は、今の教育長の答弁を伺っていても、市長は知らなかったという話ではないと思うんですよ。第

十小については明確にということだと思うんだけど、第九小だって、保護者が言わないからという話でもないと思う

んだよね。教育委員会もなぜ伝えないのかよくわからないんですけど、でも知らないということには私はなっていな

いと思うんですよ。だから、教育委員会だけの話じゃなくて、市全体として、ここに至るまで、対応を図ろうと市と

してならなかったんです、やっぱり。そういう意味でいけば、市長の責任は非常に大きいですよ。 

 それで、樹林地を切らざるを得なくなるみたいな話が今出ているんだけど、私、それだって、緊急にやらなきゃな

らないから、そういう話になっているのかもしれないけど、本当に抜本的な対応を図ろうということを事前に計画的

に考えていれば、果たして、この樹林地だって切る必要が出てきたかどうかってことだってあると思うんです。私、

そういう問題だと思っていますよ。今だから、もう急遽やらなきゃならない、選択肢がほとんどない中でここしかな

いって今なっているんだと思うんだけど、もっと事前に考えていれば、いろいろな手というのは、私はあったと思う

んですよね。だから、そういうレベルの話を私はしているんじゃなくて、学校の施設とか、学童保育所とか保育園と

かもみんなそうなんですけど、法的に絶対不可欠な施設なんだから。もっともっと事前にきちんと腰を据えて、もう

足りなくなったら場当たり的に対応するということじゃなくて、計画的にやらなきゃならなかったんですよ。そのこ

とをやっていないということ自体が最大の問題なんですよ。何でそれをやらないのかという話なんですよ、ここに至

るまで。 

 それはもう財政の問題はあったけれども、あわせて言えば公共施設等総合管理計画ですよ、全部そうなんだから。

公共施設はどうなっているんだって聞けば、学童保育所の不足はどうなっているんだって聞いたら、長期総合計画に

10 年前から載っているものでさえですよ、来年度から４年間の実行計画になくしちゃって、公共施設の計画を待って

からなんて言っているんですよ。こんなばかげた話がありますかということなんですよ。もう明らかに不足して、一

目瞭然じゃないですか、この資料見れば。そういう認識があるのに、なぜそういう対応をやらないのかですよ。第九

小、第十小の話だけじゃないですよ、私、ここで言いたいのは。第九小、第十小は早急にやらざるを得ないから。多

分これだって、市民の方からも保護者の方からも意見出てくると思うけどね。それ以外の学校だって、明らかにそう

いう問題あるわけですから。事前にどういうことが考えられるのか、どういう場所が確保できるのか、どういう施設

が今普及してきているのかとか、そういうことを前段から考えていなければだめですよ。それをやっていないから今

みたいな話で緊急にばたばた。 

 ここまで来たこと自体も私は一つよかったと思っているけどね。文教子ども委員会に 11月４日に報告していただ

いたからそういう指摘ができて。だってそうでしょう、結果的に。11 月４日まではそういう提案していたわけですか

ら。私は本当、さっきの説明では、申しわけないけど、理解できない。というか、そういう答弁していたら、また同

じこと繰り返すんじゃないかというふうに本当に思うから、根本的に改めていただきたいなと思っております。続き

は午後にまた質問させていただきたいと思います。 

 

◯尾澤委員長  それでは、お昼になりましたので、午後１時半まで休憩といたします。 

                   午後０時 01 分休憩 

 

                   午後１時 31 分再開 
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◯尾澤委員長  それでは、委員会を再開いたします。 

 それでは、午前中の議論に引き続きまして、市立第九小学校の増築棟について、質疑を受けつけたいと思っており

ます。 

 

◯幸野委員  午前中、ちょっと言いっぱなしになってしまったので、１点だけ確認したい。私の思いはもう先ほど

述べたとおりですので、その上で。これまでの経緯見る限り、平成 28 年 11 月 24 日に教育委員会定例会において、

リース方式による増築棟の補正予算案が可決されている。教育委員会では、その後、ここには明記されていないんで

すけれども、リース方式による補正予算案の可決で、今回は建築方式になっているわけですが、その辺の整理という

のはされているという理解でいいんですか。 

 

◯新出教育総務課長  今回、方式について変わっておりまして、これについて、まだ報告しておりませんので、次

に教育委員が集まる機会に御報告をさせていただきたいと考えております。 

 

◯幸野委員  教育委員会で議決しているということですよね。そうじゃないんですか。可決って書いてあるという

のは。その辺ももう少し詳しく。いわゆる手続き的に問題ないのかという話だけちょっとお答えください。 

 

◯新出教育総務課長  予算の調整をする権限につきましては市長にございます。しかし、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 29 条におきまして、市長は、議会に付する議案については、教育委員会の意見を聞かなければ

ならないということになっておりまして、先ほどの御指摘の箇所については、教育委員会の意見を申し上げたという

ことです。増築棟のことについては、これは変更はございませんけれども、予算の手法については、これは市長の権

限でございますので問題ないと考えております。 

 

◯星委員  前の委員会でもあって、私、ちょっと聞き漏らしたこともありますので、２番の児童数及び学級数の予

測のところを何点かお伺いいたします。 

 この 29 年度の 17 教室となる根拠で、まず１年生が３クラスということで 96 人とありますが、その下の米印のと

ころに平成 28 年度教育人口等推計をまず一つもとにして算出するとあるんですけども、これは確認ですが、東京都

からもらう推計表というのは、公立学校の児童数だけであって、私立に通うような子どもも含めての数ではないです

よね。確認お願いいたします。 

 

◯中島学務課長  東京都の教育人口等推計につきましては、公立学校に通う人数を推計している数値となっており

ます。 

 

◯星委員  それでホームページ上でこの教育庁総務部のを見ますと、市区町村ごとの人数が記載されているんです

けども、ホームページはそうなんですが、市が参考にするものはもっと細かいものなんですか。例えば第九小を算出

するのは、その地域の数がわかるような。その状況です。細かく来るのか。どの単位ぐらいまでわかるのかというこ

とを教えてください。 

 

◯中島学務課長  東京都から来る数値につきましては、各学校別、各学年別の数字をいただいております。１年生

につきましては、こちらの数字を使わせていただいて、在籍、今いらっしゃる児童・生徒につきましては、国分寺市

で持っている数字を使っているということになります。 
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◯星委員  そんなに細かいのが東京都から来る数字なんですね。わかりました。 

 国分寺市のことを考えるに当たって、新たな集合住宅の記載がありますが、今回の 96人については、こちらのほ

うは勘案されたものでしょうか。それとも勘案されていないものなんでしょうか。 

 

◯中島学務課長  今回こちらに書かせていただいたのは、こちらで推計資料をつくるときの考え方になります。第

九小につきましては、こちらに記載してある新たな集合住宅というのはありませんので、こちらの数値を反映してい

ない形となっています。 

 

◯星委員  そうしますと、１年生の数というのは、主には東京都からの資料をもとに 96人という数字を出された

ということですね。わかりました。 

 それで１年生といっても、71人から 105 人なんで、幅広い、35 人学級ですから、そのぐらいの幅広い数なんで、

毎年の傾向としては、東京都の人口等推計をもとに算出したクラス数というのは、おおよそこれで大体毎年合致して

いるんでしょうか。 

 

◯中島学務課長  必ずその数値になるかというと、またそこは難しいところがあります。ただ、第九小につきまし

ては、近年、１年生については３学級で推移をしております。こちら東京都の推計を出していただく際に、もととな

る資料については国分寺市で提供しているものになりまして、そちらの数字も確認をした上で３学級になると見越し

ております。 

 

◯星委員  人数についてはわかりました。 

 それで、これまでの経過のところで、何点かお聞きしたいんですけども、まず 11 月８日に教育委員会臨時会にお

いて既存校舎内一部修繕のための補正予算案を提案し、可決とありますけれども、一部修繕というのは、当面増築す

るまでに行われる対応のことも含めてだと思うんですけれども、この一部修繕に対して、学校の意見、第九小の意見

というものは、聞く機会がまずあったのかということと学校、学校長とかＰＴＡとか、２つあると思いますが、その

辺はいかがだったんでしょうか。 

 

◯新出教育総務課長  まず最初のところですが、11 月８日の時点では施設修繕を行っていくという方針でございま

したので、この時点では増築棟という話ではございませんでした。当然ですが、この改修をするに当たってはかなり

大規模な修繕が必要になりますので、それについては、逐次学校長とは協議の上、決定したものを 11 月８日に提案

したものです。 

 

◯星委員  増設しないで改修でやるという考えだったということですね。それに対しては学校のほうはそれでいい

ですという了解だったということでよろしいんですか。 

 

◯新出教育総務課長  おっしゃるとおりです。この場所にするということも学校と協議の上、決定したものです。 

 

◯星委員  それから第十小のこともいろいろ言われていますけれども、今、具体的にこうした増築を要望してい

る、できるか、できないかは別問題としまして、増築を要望しているような学校というのはほかにはあるんでしょう

か。 
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◯新出教育総務課長  増築という形での学校からの要望は今のところございません。 

 

◯星委員  あと何点かなんですけれども、11 月 24 日にリース方式で、先ほど５年のリースということも考える一

つの計画として、案としてあったということが言われていましたが、そうしますと、その考え方のもとになっている

のは、５年たつと子どもの数は減るので、もう校舎は必要なくなるという考え方だったんでしょうか。リース方式を

検討した根拠を教えてください。 

 

◯新出教育総務課長  リース方式を検討した理由でございますけれども、リース方式で検討したときにも５年でそ

れを返却するという意図でリース方式にしたわけではございません。期間満了後はそのまま無償譲渡でもらえるとい

うことを前提にしておりました。で、なぜリース方式で検討したかということでございますけれども、それにつきま

しては、１点、リース方式のメリットがございまして、それは若干期間を短く建築できるということがございまし

た。そこについて、できれば少しでも早くと考えたところでございます。 

 

◯星委員  わかりました。 

 最後の質問なんですけれども、今回、私も先ほどクラスの数、学級数の根拠を確認させていただきましたが、教育

長から御答弁ありましたとおりに、一つの今までを振り返ってみて、そういうクラスの人数の学級数だけではなく、

どういったことに学校を、学童のことも言われていました。先ほど、特別支援教室の議題もありましたけれども、そ

ういう総合的なことを、子どもの人数とクラスということですが、そういう総合的なことを含めて、今後、増築なの

か、教室の改修なのかということは考えていくという方向性でよろしいんでしょうか。 

 

◯新出教育総務課長  いろんな要素がございますが、まずは学級数のことを考えて、今回につきましては、巡回型

のこともふえたということでございます。今後、ほかの要素も加味されることはあるということも予測されますけれ

ども、そこらについては総合的に考えて判断していきたいと思います。 

 

◯秋本委員  設計については、まだこれからというお話ではありましたけれども、この配置図の増築棟建設予定地

の中で、計画予定地の部分が破線で入っているんですけれども、およそこの樹林地全体に、この図にあるような全体

にかかるような、こういう計画というかイメージなんでしょうか。 

 

◯新出教育総務課長  この破線で記してある部分ですけれども、これは予定地ということで、最大限予測されると

ころを書いているところですけれども、今後の設計においては、おそらくこれよりも小さくなることが予測されま

す。あと、ここが今、雑木林になっていますので、そうしたことも勘案いたしまして、できる限り雑木林については

残すような検討もしながら、設計に入っていきたいと思っております。 

 

◯秋本委員  それでは、参考で第三小の増築図面をいただいた中では、トイレが男子トイレ、女子トイレのほか

に、だれでもトイレも設置されてということになっているので、このあたりは今後の増築棟の利用、先ほどからお話

もありましたように、そういうことも視野に入れて、だれでもトイレの設置などもお考えの、こういう形になってい

くのでしょうか。 
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◯新出教育総務課長  だれでもトイレにつきましては、現在、進めている他の学校等のトイレ改修、この方針とし

ては、基本的には学校の中に１つ、基本的には１階に設置するという方向でなっております。今回の増築棟について

でございますけれども、これについては、基本的には男女別のトイレということで、だれでもトイレについては、現

在、想定しておりません。 

 だれでもトイレにつきましては、これからの、基本的には来年、第九小のトイレ改修を行いますので、そこの時点

で校舎には設置する予定です。 

 

◯木島委員  契約自体がこれからだと思うので、工事に関してはスケジュールも出ていますけども、無事故第一

で、かつスケジュールどおりというか、万全を期して行っていただきたいとは思います。実際これはやはり建設工事

になってくると、グラウンドの使用の制限とかをどのように想定されているのか。前回、文教子ども委員会で報告い

ただいたときも、グラウンドについては、そのときは第九小と第十小あわせて質問しましたけれども、校庭への影響

はないと。それはハードとしての建物がどう建つのかがあまりイメージできなかったので、ここの建設場所について

できることはわかるんですけれども、要は工事車両とかが工事期間中に入ってくることが予測されますよね。だか

ら、そのあたりの動線が普通に考えれば、この外側の道路からというのが多分一番考えられるんですけども、そのあ

たりで平成 29 年９月から平成 30 年６月までの間に何がしかグラウンドの使用の制限が出ることが予測されるのかど

うか。今の段階で見解を伺っておきたいと思います。 

 

◯新出教育総務課長  今おっしゃられたとおり、工事期間中につきましては、一定工事車両また資材等の関係で制

限のある部分が発生する可能性はございます。今の時点では、どこにその制限が発生するかということについては申

し上げられない状態ですが、そこについては学校と協議をして、事故のないようにはしたいと考えております。 

 

◯木島委員  よろしくお願いします。とにかく安全であることがまず一番ですから、それをとにかく担保していた

だくこと。その上で一定のグラウンドの使用に制限が出てくる場合の兼ね合いが非常に難しいところだとは思いま

す。子どもたちの校庭という部分で、影響が最小限になるように。安全が第一の上でのお願いですので、十分な配慮

をお願いしておきたいと思います。 

 それと先ほど来の質疑で幸野委員とのやり取りの中で、私自身が思っていた教育委員会の議決の問題も事情は理解

しました。ここも手続き的には問題ないということですね。どうしても、この可決という言葉があんまりひとり歩き

しちゃうと。実態としては、だからこれあまり適切な書き方ではないということを言っておいたほうがいいのかなと

いう気もするんですけど、どうなんですか。 

 

◯新出教育総務課長  教育委員会の会議におきましては、常に５人で協議をいたしまして、その議案について、可

決するか、否決なのかという、この二択で議論をしております。ですので、こういう書き方になっております。 

 

◯木島委員  私が失礼な発言をしたかもしれません。教育委員会の方々の大事な部分ですし、当然それだけ重い行

為であるということだと思うので、承知しました。 

 私自身は、もう前回の文教子ども委員会のときに、この間の経緯とか質問もさせていただいて、教育長、市長から

も御見解をいただいて、相当深刻に今回の件を受けとめてというか、反省も含めて次に向かって、本当にどういうふ

うに、私たち議会も含めて向き合っていくかという部分で、真摯に御対応いただいていると受けとめています。公共

施設等総合管理特別委員会、またこの後、補正予算の審査も控えていますけれども、さまざまなこの後も疑問とか出

てくるかもしれませんけど、私が言うのも何か変な話なんですが、丁寧に対応していただきたいなと思います。 
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 文教子ども委員会の立場として言えば、明年は第十小にかかわる話も出ているところでございますので、このあた

りについても、２月、３月の予算の提案の時期の前に一定何がしか、また報告が、もし閉会中の委員会が開催される

のであれば、そのときに、しかるべき報告もいただきたいなという思いもありますので、そのことについて見解を伺

っておきたいと思います。 

 

◯新出教育総務課長  御指摘のとおり、適切な時期にしかるべき内容について御報告をさせていただきたいと思い

ます。 

 

◯木島委員  それとさまざま午前中も議論していますけど、今後の大きな取り組みになる特別支援教室にかかわる

問題等も文教子ども委員会で、この間ずっと議論もさせていただいて、きょうも示された今後の教室数をどう確保し

ていくかという問題と今後の児童数の推移等もありますし、第九小の今回の件を踏まえて、今後、第十小のみならず

ということを言いたいんですけども、適切にそういった情報提供をいただきたいと。全校、小学校に限らずお願いし

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

◯幸野委員  皆さんに関連して、まず初めにお伺いしたいと思うんですが、こういうこれまでの経緯のような状況

なので、恐らくまだ多分やられていないんだろうと思うんですが、ＰＴＡ関係の方だとか、あるいはＰＴＡ連合会な

んかにもあるんですかね、何か御説明したり、御意見を伺うという機会についてはお考えなんでしょうか。 

 

◯新出教育総務課長  教育委員会の事務局として、Ｐ連または第九小のＰＴＡに今まで報告したという経緯はござ

いません。ただ、そこについては、学校と協議をして、必要であれば必要な場所を設けることも検討したいと思いま

す。 

 今の御指摘の中で、Ｐ連と第九小独自のＰＴＡと２点のことがあったかと思いますけれども、私が検討したいと申

し上げたのは、第九小のＰＴＡについてで、こちらのほうには学校長とも協議をして、必要であれば検討したいとい

うことです。 

 

◯幸野委員  必要とあらばというか、私は絶対必要かなと思っているんですよ。このタイミングなので事前にでき

るかどうかというのはあるにせよなんですが、こういう状況なので、できる限り早くきちんと説明できるような状況

に事務的な作業は持っていって、きちんと御説明していただくというのが基本かなと思っていますので、ぜひそこは

お願いしたいなと思っています。 

 Ｐ連という話も言ったのは、実はこの問題というのは、だから第九小だけの問題じゃないと思っていて、先ほどか

ら言っているように、市内全体の学校の課題として、Ｐ連自体もそういう位置づけの中でそれぞれの学校の御意見伺

いながら活動されているというのもあるし、たしかＰ連の中にも、学校施設整備か何かの担当委員会みたいなのもあ

ったような気がするんですよ。だから、そういう取り組みも知っていて、もしかしたら、そこから声も出ていたんじ

ゃないかなと私なんか思っていたんです。第九小の話はあまり出ていないと先ほど教育長が言われていたので、私も

どこまで具体的に意見が出ていたかというのはよくわからないんですが。 

 ただ、Ｐ連自体にもまとまってＰ連の皆さん呼んで説明会するとかということでなくても、こういう状況があると

いうことはきちんと御報告していただいて。それは第九小のＰＴＡから行くということもあるのかもしれないけど、

教育委員会として、市内全体のほかの学校との関係もあるわけですよ。第九小学校を何で先にやったの、私たちの学

校はこんなに大変なのにという意見も出てくるかもしれないわけじゃないですか。そういうことも含めて、きちんと

そこは第九小だけにとどまらずに、それは段階はあると思います。当然最初は第九小の関係者だと思いますけれど
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も、あわせて、その後、Ｐ連なんかも含めて、適切にやっていただきたいなということで、一言いただきたいと思い

ます。 

 

◯新出教育総務課長  Ｐ連の中でそういう施設整備等に関するところは条件整備委員会という委員会がございまし

て、その中で議論をされて、要望等が上がってくるわけですが、そこの委員長とは随時やり取りをし、情報交換もし

ております。その中で、これからこのような案件についても情報提供しながら、Ｐ連としてどう考えているのかも聞

いてみたいと思います。 

 

◯幸野委員  そういうさまざまな御報告、御説明を適切な形でしていただいて、御意見も賜れるんであれば賜って

いただくということが妥当かなと思いますので、そこをお願いしたいと思います。 

 それとこれも前回の委員会でも指摘したんですけれども、公共施設等総合管理特別委員会でも御意見出ていた平屋

建て３教室で本当にいいのかという話です。教育長は前回の答弁では、これで十分だという答弁をされたんだけれど

も、果たしてどうなのかなと思って、きょう、資料を出していただいたんですけど、この図面、小学校学区域（選択

可能地域）の弾力的運用の図面のほうの小学校のほうを見ると、第九小学校には、8)や 9)の地域から選択可能地域と

いうことで、かなり選択されている方もいらっしゃるんだと思うんですよ。 

 私が一番気になっているのは、実は 7)のところなんです。7)の東恋ヶ窪一丁目の日立中央研究所の北西側のマンシ

ョン。ここ、地図で見ると第三小学校が指定区域になるわけですけれども、第三小よりも第九小のほうが近いんです

よ。大規模な 500 世帯のマンションのところですね。多分これは直線距離だけじゃなくて、実際の通行距離って言う

んですかね、通学路の距離でも多分近いと思うんです。それにもかかわらず、この 7)の地域は、第三小学校が指定学

校になっていて、第七小が選択可能地域となっているんですね。第七小というのはもう本当にかなり距離が遠い。第

三小の２倍ぐらいあるんじゃないかと思うんですけど、そういう場所が選択可能地域になっているんです。恐らくこ

の 7)のところから第九小に行くためには国３・４・６号線の整備がされないと、あの危険な踏切がありますから安全

対策が先に行われれば話は別ですけれども、国３・４・６号線が整備された場合には、なぜ第九小でないのかという

話にもなりかねないと思うんです。 

 それ以外にも、前回いただいた資料なんかを見ると、結構第九小に近いのにもかかわらず、第九小でない地域とい

うのがあるので。それは第九小だけじゃないんですけど。それぞれの学校でいろいろあって。そもそも指定学校の区

域と選択可能地域の区域そのものがいよいよ矛盾をきたしてきているなと。近い学校が指定学校じゃないという。な

おかつ、選択可能地域も近い学校にならないという矛盾がいよいよ出てきているのかなと。そうは言っても、このこ

とを対応しながら運用しなきゃならないという状況もありますから、そういうことも一方で検討しながらも、より抜

本的な対応というのが必要になってくるんじゃないのかなと思っていて、今の段階では、そういうことから考える

と、第九小の児童数の推移というのは、よりふえていく可能性が十分にあるのかなと考えております。 

 そういう中で、その他教室というのは３つのうち、何に使うんでしたっけ、とりあえず。 

 

◯新出教育総務課長  １つはクラス増に対応するものです。残りの２つですけれども、既に普通教室で使っている

教室の中で、若干変則的な教室がございますので、これが１つ。あとは少人数教室を想定しております。 

 

◯幸野委員  そうでしたね。失礼いたしました。ということで、全て使っちゃうわけです。一定、その変則的な教

室だとか、今、少人数教室で使えている場所というのは使えるということはあるのかもしれないんですけれども、そ

の他の教室になるのは１つなのかな、そういう意味でいくと。少人数教室は普通教室の大きさがありませんので、そ

ういう状況だと。 
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 この間もちょっと指摘したように、今 79 名というクラスもあって、これは 81 名になると３年生からもう３クラス

になっちゃうと 18 学級になるという話もあるということを指摘しましたけれども、特別教室の数もどうなのかなと

思っているんですよ。小学校が 10 校ありますけれども、その他の教室じゃなくて特別教室が６つというのは、実は

一番少ないんです。特別教室の中で教育相談室とかというのがほかの学校にはあるんじゃないかなと思うんですが、

これ見る限りだと第九小にはないですよね。そういうのって問題ないんですかね。 

 

◯新出教育総務課長  現在、教育相談室として使っている教室については、記載が特別支援となっておりますけれ

ども、３階の「特別支援」と書いてある部屋ですね、ここを教育相談室としては使用しています。 

 

◯幸野委員  それというのは独立していなくていいということなんですか。ここはいわゆる巡回型の特別支援教室

に使っちゃうところでしょ。そうするとやっぱりなくなっちゃいますよね。 

 

◯新出教育総務課長  これは先ほどの巡回型のところと関係してきますけれども、巡回型の教室についても、この

特別支援の教室を使うわけですけれども、ここについては配慮いたしまして、一定ここの施設自体を若干パーティシ

ョンもしくはつい立て等で仕切るような形にさせていただいて、どちらにでも使えるような形にしたいなと考えてお

ります。 

 

◯幸野委員  そういう状況だということですよ。 

 それであともう一つ、これもこの間も指摘している話なんですけど、学童保育所も定員オーバーになっていますけ

ど、この推移って、間違いなくさらにふえてきますよ。第九小も児童がふえているわけだから。一般的に考えればふ

えていくし、４年生以上も対応しなきゃならないという状況にあることは間違いありません。 

 

◯根本子ども家庭部長  今の推計であれば、学童保育所に通う児童もふえる見込みがあるということであります。

またさらには４年生以上の受け入れというものも検討していかなければならない。そういう状況であります。 

 

◯幸野委員  そうですよね。そう考えると、児童の数も恐らく右肩上がりで、弾力的な運用なんかを図っても、第

九小の児童はふえるという状況のほうが地域的に児童が多い地域だということを考えると、ここが平屋建て３教室で

本当にいいのか。現実問題、学童保育所も平屋建てに建てかえたばっかりですけど、もう既に定員オーバーしている

という状況ですから、そのまた二の舞になる可能性というのはこの間も指摘して、また改めていろいろ考えてみたん

ですけど、ここは少なくとも二階建て。場合によってはもうちょっとということも必要なんじゃないかなと思いま

す。エレベーターをつけなきゃならないとか、東京都の福祉のまちづくり条例でとかって説明されましたけど、結構

な話だと思うんですよね。特別支援教室なんかもふやしていくとか、地域にこれから開放していくというか、地域の

皆さんと一緒に使っていくとか、将来的には本当に児童が減っていったときには別の用途に使うということなんかも

考えたときには、恋ヶ窪公民館とか図書館なんかもエレベーターないし。長期的に考えたらエレベーターをつけて２

階建てなり何なりというのも考えたほうがいいんじゃないのかなと。中期的、長期的に考えたときには、今、短期的

には対応できるかもしれないけれども、中長期的には平屋でいいのかなと思うんですけど、お考えは変わりません

か。 

 

◯新出教育総務課長  まず長期的に考えれば、いずれは児童数は減ってくるのかなとは考えておりますが、中期的

なところが問題になる……、短期的と言うんですかね、そうなるかとは思います。こちらについて、今、何点かいろ
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いろ施設のことを御指摘されておりましたけれども、参考の３教室で、逆に言えば不要な教室をつくるというのは、

当然そこに税金もかかるわけですので、必要数を見極めることが非常に大事なことと考えております。学校は教室が

あれば、それはありがたいことだとは思いますけれども、やみくもにつくるわけにはいかないと考えておりました、

私どもとしては必要数としては３と考えております。 

 

◯幸野委員  やみくもに話しているのではなくて、ほかの学校と比べても、その他の教室が少ないでしょう。結果

的に１つしかふえないわけですよ。ほかの学校は４つ、５つという、その他教室がある学校があって、ランチルーム

や多目的ルームで使っていて、そこだって将来的には、場合によっては普通教室に転用せざるを得ないという状況が

ありますから、そこも事前に対応しながら、その他教室がゼロとかマイナスとかになって、印刷室を改修してとか、

保健室を改修してとか、普通教室に転用してみたいな話というのは、むしろそちらのほうが問題なんですよね。そう

ではなくて、２つか３つは必ずその他の教室があって、柔軟に対応できるような状況にしておくと。 

 実はそれって普通教室だけの話じゃなくて、特別支援教室がかなりふえてきているがゆえに、学校全体の教室が不

足しているということにあるわけで、特別支援教室、特別支援学級は、本当に少しの人数がふえてくるだけで教室を

ふやさなければならなくなるわけじゃないですか。なので、そこも含めて考える必要があるのかなと。普通教室だけ

の話じゃなくて。しかも学童保育所も対応しなければならないと。だから３つプラスしても、不要なものには恐らく

ならないのです。多分みんな有効に活用される教室だろうと。むしろ、この第九小に限って言えばですけど。そうい

う場面ではないんでしょうか。 

 教育長はいかがですか。それでも変わらないですか。というか、変えられない理由って逆にあるんですか。物理的

な話以外に、設計はこれからだという話ですけど、仕様書とかをつくり直さなきゃならないというのはわかるんです

けど。ちょっとここって、我々だけの意見じゃなくて、教育委員会だとか、本当は学校とか、ＰＴＡ関係の方とかに

もきちんと聞いた上で判断してもらいたいというのはあるんですけど、私が今持っている情報の中で判断すると、少

なくとも２階建ては必要なんじゃないかと思うんですけど。もう少し教育委員会なり何なりで聞くということもある

のかなと思うんですけど、どうですか。 

 

◯新出教育総務課長  必要数が幾つなのかということについては、普通教室と特別教室、これは必要だと考えてお

ります。そのほかに何点か指摘のあった特別支援教室だとか巡回型の部屋とか、こちらについては部屋の広さという

のは決められてません。ですので、今必要な教室、いわゆる普通教室として約 60 平米ほど。どうしても必要な教室

というのは、やはり普通教室と考えております。その他いろんな教室の御指摘もいただいたところですけれども、や

はり何と言っても普通教室の確保が必要かと考えております。 

 先ほどちょっとお話をいたしました増築棟に、変則的な教室だとか少人数教室だとかということをお話ししました

けれども、それがそのまま行くわけではなくて、それはもう玉突きで、どう変わるかは、これは前年度に学校長と十

分協議をして決めていきたいと考えております。ですので、今とにかく必要な教室というのは普通教室ということで

す。 

 

◯幸野委員  私は、先ほど来、述べているように、平屋建て３教室だと非常に不安だなと思っています。ここで平

屋をつくって、本当に足りなくなったら、間違いなくグラウンドに影響が出てきちゃうんですよね。先ほど、木島委

員も言われていましたけど。ここで平屋で足りなくて、また増築となると、平屋建てを２階建てにする。簡単にはい

かないですから。仮設なり何なりでも絶対つくらなければいけなくて、確実にグラウンドに影響が出てくると思うん

です。 

 第三小学校なんかのグラウンドはもう本当に悲惨な状況で、運動会なんかやっても、保護者がお昼に一緒に御飯、
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お弁当を食べられずに帰らなきゃならないという状況です。だから、そこは本当に何がネックになっているのかよく

わからないですけど。今伺っている限りだと。物理的に可能なのであれば、ここは決断していただきたい。委員長も

前回、かなり強くおっしゃっていただいたところでもありますし、そこは本当に市民的にどちらが妥当性があるのか

というのは改めて検証していただきたいと私は思います。 

 

◯木島委員  結果的に建築工事による方式によって、これから議決を得て、手続きが進むことになろうかとは思う

んですが、リース方式のときというのも同じ３教室、それがリースか建築かという違いだけで、平屋建ての３教室だ

ったということですか。リースのときも。 

 

◯新出教育総務課長  このきょうの資料を出させていただいている中のリース方式で教育委員会が決めたという案

については、これはリース方式の３教室です。 

 現在の案とは若干違うところはございまして、それはトイレについてです。これだけは教育委員会にはだれでもト

イレの設置で考えておりましたけれども、今回はそれを変更しています。 

 

◯木島委員  わかりました。ということは、一定程度、先ほど幸野委員も教育委員会の方々にまた改めてというお

話もありましたが、教育委員会は教育委員会で３教室という部分で御提案を検討された上で結論を出されているんだ

と。さまざまな資料の提供を受けて多角的に検証された上でということだと思いますし、私としてもそこは尊重する

べきではないかなという思いも。その上で市として、こういう考えで今提案されているということですから。市と協

議をして。なので、さまざま、いろいろ不安を挙げれば、もちろんきりがないという部分もわからなくもないんです

けれども、現行の判断をまずは受けとめて進めるべきではないかなと。個人的にはそういう思いですので、承知しま

した。 

 

◯星副委員長  尾澤委員。 

 

◯尾澤委員  そしたら、私からも幾つか確認させてもらえばと思います。私も前回の委員会で幾つか、きょうの委

員会を迎えるまでにもう一度、再度検討してみていただいた結果ということで、今回これを出していただいていると

いうことなので、一定、木島委員からお話があったように、出していただいたものに対しては尊重しているという立

場であります。最後にもう一度、細かいところになりますけど、確認をさせていただきたいと思っております。 

 まず、昇降口、こちらの有無について、もう一度確認をさせていただきたいと思います。 

 

◯新出教育総務課長  昇降口につきましては、校舎のほうを利用して、そのまま増築棟のほうに移るという形で、

増築棟のほうにはございません。 

 

◯尾澤委員  ここはまた少し含みがあるというか、ちょっと考えていかなければいけないのかなって、先ほどの議

論を聞いていて思ったのが、人口減少してきた中で、今後、普通教室として使わなくなった場合において、例えば、

学童保育所等に利用する可能性もあるとか、そういったほかの使用のときに、昇降口がないということに関して、そ

れが決定的に問題のないような状況はつくっていただきたいと思っております。渡り廊下のところから入れるような

状況がつくれれば、問題がないわけでありますから、そこだけ気を使ってもらえればなというのを確認の意味も込め

て、答弁いただきたいと。 
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◯新出教育総務課長  今いただいた御指摘を検討できるかどうか含めて、建築部門と協議をしてみたいと思いま

す。 

 

◯尾澤委員  そうですね。つまり、ほかの用途にしたときに、この教室に入る方向が本体の校舎のほうからしか入

れないというのだと少し不便かなと思っておりますので、そこは少しいろいろなところ整理していただきたいなと思

っております。 

 あと、こちらは普通教室ということなので、学校給食を運び入れることを前提にしていると考えていいですか。 

 

◯新出教育総務課長  おっしゃるとおりです。 

 

◯尾澤委員  これ給食を運ぶに当たって、運ぶのと運ばない、例えば普通教室じゃないパターンとで費用というの

は差が出てくるんですか。例えば、第三小のこのイメージ図のところを見ると、配膳室というのがあるんです。要は

配膳室の有無とかにもかかわってくるのかなとか、この配膳室がどうしてもなきゃいけないものじゃないとかという

ことも今わからないんですが、細かいところなんですけども、給食を運ぶことによって出てくる追加のコスト、運ば

ないような工夫ができるような、例えば保健室を普通教室にして、保健室を外の増築棟のほうに入れたりとか、そう

いった工夫をすることによって、そこで給食を食べないで済むような状況であれば、また設計等も変わってくるとい

うような、そういった考え方のところなんですけど、その辺についてお聞かせいただきたいです。 

 

◯新出教育総務課長  委員長おっしゃられたとおり、この教室を何の教室にするかというところについてはまだ決

まってはいない状況です。そこにどの教室が入るかというのはまだ決まっていない状況で、それは学校のほうと協議

をしていく必要があるかと思います。この配膳室が必要かどうかというところについては、今のところ、まだ設計前

の段階でございまして、詳細については今申し上げられない状態です。 

 

◯尾澤委員  わかりました。そちらは今後、まさに設計の中でわかっていくことだと思いますので、その辺のとこ

ろはまたどこかでわかったときに教えてもらえればなと思います。 

 この委員会の中でお話が出たかどうか忘れてしまったんですが、もう一度、確認させていただきたいのが、あまり

費用のところに踏み込むと補正予算の議論にかかわってしまいますが、一応確認しておきたいのはもともと計画して

いたところの予算もあったと思うんです。本校舎のほうの改修の費用とそれと比べてどうかというところだけは一定

数字だけ出してもらっておいたほうがいいのかなとは思っておりますので、そこを御説明いただいていいですか。 

 

◯新出教育総務課長  11 月８日の教育委員会臨時会にて施設改修に係る費用を認めていただいた額でございます

が、こちらについては 1,069 万 2,000 円という状況です。 

 

◯尾澤委員  わかりました。それらも勘案して総体的に、かつ多角的に検討した結果ということで受けとめさせて

いただきたいと思います。 

 あとは最後に私からも一応言っておかなければいけないのかなと思うのが、抜本的なところで、今後第十小のこと

もありますけれども、児童・生徒と教室の数、プラス校庭の面積とか、そういったところ、また行事にかかわる、支

障を来すところとか、そういったところも今後、大きな関係性の中で議論があるのかなと思っております。これは私

個人の意見ではありますが、今も小学校の学区域においては、選択可能地域ということでさまざま検討していただい

ているところではありますが、未来永劫に渡って、この学区域というものを一切いじらないんだという考え方になっ
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てしまうと、今後重要な判断をし損ねる可能性があるので、これは今回の状況においては、今回のこの補正予算に至

ったところは大いに理解できますが、今後の国分寺市の状況といったものを勘案して、それだけは今後検討という

か、今すぐに検討を始めろとまでは申し上げませんが、頭のどこかにしっかり入れて、今後運営をしていっていただ

きたいということだけは申し上げておきたいと思います。 

 

◯松井教育長  まず委員長の御発言の前に、幸野委員のさまざまな御指摘は、全くあり得ない話じゃありません。

線路の東側の地域の開発のぐあいによっては、非常に心配されることでも実はあります。しかし、今、この後期の中

で給食、トイレ、さまざまなものを１階に入れて、それを総二階にするという判断は、教育委員会のほうでは現段階

ではできなかったということであります。しかし、じゃあ間違いないのかと言われれば、これは今後の開発のことも

あるのでわからないんだけれども、今の時点ではこういう判断をしているということで申し上げるしかないと思って

います。 

 そこにかわって、今後、第九小がそういう爆発的な児童増が起きたときにはということでありますので、これにつ

いて、今、尾澤委員長からも御指摘があったように、学区そのものを数年前から、６年ぐらい前から何らかの対応を

図って、自然と学区の変更は可能になるような状況をつくっていく。そのための調査、意見の集約、こういったもの

を教育委員会としてやっていく必要があるだろうという御指摘だと思いますので、しっかりと御指摘を踏まえまし

て、考えていきたいと思っています。 

 

◯尾澤委員長  ほか、ございますか。 

                （「なし」と発言する者あり） 

 

◯尾澤委員長  ないようですので、こちらの項目を終わります。 

 


